
議  事  日  程 

令 和 元 年 ８ 月 ７ 日 

午 前 ９ 時 ３ ０ 分 開 会 

開     会 

第 １ 会 期 決 定 

第 ２ 会議録署名委員の指名 

第 ３ 前会会議録の承認 

第 ４ 教育長報告及び各課７月行事報告 

第 ５ 議 案 
第47号議案 令和元年度教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況にかかる点検及び評価について 

第48号議案 令和２年度使用島原市立小学校教科書の採択について 

第49号議案 令和２年度使用島原市立中学校教科書の採択について 

第50号議案 島原市少年センター運営協議会委員の委嘱について 

第51号議案 島原市自治公民館建設事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

第52号議案 島原市立学校施設設備の使用に関する規則の一部を改正する規則 

第53号議案 島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

第54号議案 島原文化会館条例施行規則の一部を改正する規則 

第55号議案 島原市有明文化会館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

第56号議案 島原復興アリーナ条例施行規則の一部を改正する規則 

第57号議案 島原市営平成町多目的広場条例施行規則の一部を改正する規則 

第58号議案 島原市平成町人工芝グラウンド条例施行規則の一部を改正する規則 

第59号議案 島原市霊丘公園体育館・弓道場条例施行規則の一部を改正する規則 

第60号議案 島原市立有馬武道館条例施行規則の一部を改正する規則 

第61号議案 島原市立温水プール条例施行規則の一部を改正する規則 

第62号議案 島原市有明プール条例施行規則の一部を改正する規則 

第63号議案 島原市営球場条例施行規則の一部を改正する規則 

第64号議案 島原市営庭球場条例施行規則の一部を改正する規則 

第65号議案 島原市営運動広場条例施行規則の一部を改正する規則 

第66号議案 島原市営陸上競技場条例施行規則の一部を改正する規則 

第67号議案 島原市立屋内相撲場条例施行規則の一部を改正する規則 

第68号議案 島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

第69号議案 島原市有明体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 

第70号議案 島原市立れいなん会館条例施行規則の一部を改正する規則 

第71号議案 議会の議決を経るべき議案(平成31年度一般会計補正予算第2号) 

【 追 加 議 案 】 

第72号議案 令和元年度島原市貸付型奨学金奨学生の決定について 

第73号議案 令和元年度ふるさとにもどってこんね奨学金奨学生の決定について 

第 ６ 次回定例教育委員会日程 

第 ７ そ の 他 

（１）報告事項 

①  ８月行事予定表 

②島原市立小・中学校防犯カメラ等の設置及び運用に関する基準について 

（２）その他 

差替 



 

島 原 市 教 育 委 員 会 

議 案 集 
 

第47号議案  令和元年度教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況にかかる点検  

及び評価について  

第 48号議案  令和２年度使用島原市立小学校教科書の採択について  

第 49号議案  令和２年度使用島原市立中学校教科書の採択について  

第 50号議案  島原市少年センター運営協議会委員の委嘱について  

第 51号議案  島原市自治公民館建設事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱  

第 52号議案  島原市立学校施設設備の使用に関する規則の一部を改正する規則  

第 53号議案  島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

第 54号議案  島原文化会館条例施行規則の一部を改正する規則  

第 55号議案  島原市有明文化会館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則  

第 56号議案  島原復興アリーナ条例施行規則の一部を改正する規則  

第 57号議案  島原市営平成町多目的広場条例施行規則の一部を改正する規則  

第 58号議案  島原市平成町人工芝グラウンド条例施行規則の一部を改正する規則  

第 59号議案  島原市霊丘公園体育館・弓道場条例施行規則の一部を改正する規則  

第 60号議案  島原市立有馬武道館条例施行規則の一部を改正する規則  

第 61号議案  島原市立温水プール条例施行規則の一部を改正する規則  

第 62号議案  島原市有明プール条例施行規則の一部を改正する規則  

第 63号議案  島原市営球場条例施行規則の一部を改正する規則  

第 64号議案  島原市営庭球場条例施行規則の一部を改正する規則  

第 65号議案  島原市営運動広場条例施行規則の一部を改正する規則  

第 66号議案  島原市営陸上競技場条例施行規則の一部を改正する規則  

第 67号議案  島原市立屋内相撲場条例施行規則の一部を改正する規則  

第 68号議案  島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例施行規則の一部を改正する  

規則  

第 69号議案  島原市有明体育施設条例施行規則の一部を改正する規則  

第 70号議案  島原市立れいなん会館条例施行規則の一部を改正する規則  

第 71号議案  議会の議決を経るべき議案 (平成 31年度一般会計補正予算第 2号 ) 

 

令和元年８月６日 定例会 
 

  





第４７号議案

令和元年度（平成３０度事業分）教育委員会の権限に属する

事務の管理及び執行の状況にかかる点検及び評価について

令和元年度（平成３０年度事業分）教育委員会の権限に属する事務の管理

及び執行の状況にかかる点検及び評価については、別紙報告書のとおりとす

る。 

令和元年８月６日提出

島原市教育委員会

教育長 森本 和孝

提案理由

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき、平

成３０年度中の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況につ

いて自己点検及び評価を行い、その結果を報告書にまとめ市議会に提出し、

公表するものである。 
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《参 考》 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定

により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第

四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管

理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書

を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学

識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 

2



第４８号議案

令和２年度使用島原市立小学校教科書採択について

令和２年度使用島原市立小学校教科書採択について議決を求める。

令和元年８月６日提出

島原市教育委員会

教育長 森本 和孝

提案理由

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６号、及び義務教育諸学校の教科

用図書の無償措置に関する法律第１２条、１３条第５項の規定により、令和２年度使用島

原市立小学校教科書採択について提出するものである。
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（参考） 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

 （教育委員会の職務権限） 

第２１条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管

理し、及び執行する。 

六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 

○義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（抜粋）

（採択地区）

第１２条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市町村の区域又はこれらの区

域をあわせた地域に、教科用図書採択地区（以下この章において「採択地区」という。）

を設定しなければならない。

 （教科用図書の採択）

第１３条 都道府県内の義務教育諸学校（都道府県立の義務教育書学校を除く。）において使用す

る教科用図書の採択は、第１０条の規定によって当該都道府県の教育委員会が行う指導、

助言又は援助により、種目（教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。）

ごとに一種の教科用図書について行うものとする。

第４項 第１項の場合において、採択地区が２以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、

当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町

村立の小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科用図書の採択について協議

を行うための協議会（次項及び第１７条において｢採択地区協議会｣という。）を設けなけ

ればならない。

第５項 前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会におけ

る協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。 
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第４９号議案 
 
 
   令和２年度使用島原市立中学校教科書採択について 
 
 
令和２年度使用島原市立中学校教科書採択について議決を求める。 
      
 
 
 
 

令和元年８月６日提出 
 

            島原市教育委員会 
      

         教育長 森本 和孝 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   提案理由 
 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６号、及び義務教育諸学校の教科

用図書の無償措置に関する法律第１２条、１３条第５項の規定により、令和２年度使用島

原市立中学校教科書採択について提出するものである。 
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（参考） 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 
 
 （教育委員会の職務権限） 

第２１条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管

理し、及び執行する。 

六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 

 

○義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（抜粋） 
  

（採択地区） 
第１２条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市町村の区域又はこれらの区

域をあわせた地域に、教科用図書採択地区（以下この章において「採択地区」という。）

を設定しなければならない。 

 
 （教科用図書の採択） 
第１３条 都道府県内の義務教育諸学校（都道府県立の義務教育書学校を除く。）において使用す

る教科用図書の採択は、第１０条の規定によって当該都道府県の教育委員会が行う指導、

助言又は援助により、種目（教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。）

ごとに一種の教科用図書について行うものとする。 

 
 第４項 第１項の場合において、採択地区が２以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、

当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町

村立の小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科用図書の採択について協議

を行うための協議会（次項及び第１７条において｢採択地区協議会｣という。）を設けなけ

ればならない。 

 
 第５項 前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会におけ

る協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。   
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第５０号議案 

    

島原市少年センター運営協議会委員の委嘱について 

 

島原市少年センター運営協議会委員に、次の者を委嘱する。 

 

氏  名 住  所（職場等） 年齢 年数 備  考 

片 山 真 子 
島原市栄町8678番

地 
４０ ０ 交通安全母の会代表 

（任期：令和元年8月6日から令和2年6月30日） 

    

 

 

令和元年８月６日 提出 

    

            島原市教育委員会 

                   教育長 森本 和孝 

 

 

 

 

 

提案理由 

 委員１４名のうち１名が異動等により欠けたため、島原市少年センター運営協

議会条例第３条の規定により、補欠委員として任命しようとするものである。 
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（参考） 

島原市少年センター運営協議会条例（抄） 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１４人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者について、教育委員会が委嘱又は任命する。 

(１) 学識経験者 ６人以内 

(２) 市職員 １人 

(３) 青少年関係機関の職員 ７人以内 

３ 前項第１号につき委嘱された委員の任期は、２年とする。 

４ その職にあるため委員になった者の任期は、その在職期間中とする。 

５ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 
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（参考） 

島原市少年センター運営協議会委員名簿 

 

氏  名 住  所（職場等） 年齢 年数 備  考 

北田 義久 洗切町丙1427番地17 ６２ ０ 三会地区青少年健全育成協議会会長 

長田 和久 山寺町丙843番地2 ６０ ４ 杉谷地区青少年健全育成協議会会長 

本多 美博 桜門町1730番地1 ５６ ５ 森岳地区青少年健全育成協議会会長 

森脇 久夫 高島二丁目7208番地8 ５６ ０ 霊丘地区青少年健全育成協議会会長 

友永 峰昭 新山四丁目8841番地1 ６９ １ 白山地区青少年健全育成協議会会長 

大場 安廣 新湊一丁目20番地 ６９ ７ 安中地区青少年健全育成協議会会長 

宮崎 善金 有明町大三東丁424番地 ７３ １３ 有明地区青少年育成会議会長 

平山 慎一 島原市教育委員会 ５８ ０ 教育次長 

川島  健 島原警察署 ４２ ０ 生活安全課長 

柴田 浩明 大三東小学校校長 ５８ ０ 島原市校長会代表 

蒲川 俊浩 島原工業高等学校校長 ５９ ０ 島原地区学校警察連絡協議会会長 

上田すず子 南下川尻町10番地 ６４ ４ 島原市少年センター少年補導委員協議会会長 

片山 真子 栄町8678番地 ４０ ０ 島原市交通安全母の会代表 

小松 逸子 崩山町6897番地1 ６４ １ 島原市主任児童委員代表 

（任期：平成30年7月3日から令和2年6月30日まで） 
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第５１号議案 

 

   島原市自治公民館建設事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

  

 島原市自治公民館建設事業補助金交付要綱（平成２７年教育委員会告示第２０号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第２項中第３号を第４号とする。 

第２条第２項第２号中「及び擁壁、門、柵、塀等の外構工事」を「の改修（建物本体にト

イレが設置されていない場合のトイレ改修を除く。）」に改め、同号の次に次の１号を加え

る。 

（３） 擁壁、門、柵、塀等の外構工事 

  附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

 

   令和元年８月６日 提出 

  

                           島原市教育委員会 

                       教育長 森本 和孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

自治公民館の建設事業補助金について、トイレ改修に係る補助の対象を明確にするため、

この要綱を改正しようとするものである。 
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。
 

第
２

条
 

補
助

金
の

交
付

の
対

象
と

な
る

事
業

は
、
町

内
会

等
が

行
う

次
の

各
号

に
掲

げ
る

事
業

で
、
当

該
年

度
中

に
完

了
す

る
も

の
に

限

る
も

の
と

す
る

。
 

 

(
１

)
自

治
公

民
館

の
新

築
、

増
築

及
び

改
築

(
１

)
自

治
公

民
館

の
新

築
、

増
築

及
び

改
築

(
２

)
自

治
公

民
館

の
改

修
で

、
利

用
の

円
滑

化
と

促
進

を
目

的
に

行
う

改
修

で
別

表
１

に
掲

げ
る

工
事

及
び

自
然

災
害

に
よ

る
建

物
本

体
の

復
旧

の
た

め
に

行
う

改
修

で
市

長
が

特
別

に
認

め
る

も
の

に
限

る
。

 

(
２

)
自

治
公

民
館

の
改

修
で

、
利

用
の

円
滑

化
と

促
進

を
目

的
に

行
う

改
修

で
別

表
１

に
掲

げ
る

工
事

及
び

自
然

災
害

に
よ

る
建

物
本

体
の

復
旧

の
た

め
に

行
う

改
修

で
市

長
が

特
別

に
認

め
る

も
の

に
限

る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
次

に
掲

げ
る

工
事

等
は

補
助

対
象

外
と

す
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、
次

に
掲

げ
る

工
事

等
は

補
助

対
象

外
と

す
る

。
 

 

(
１

)
老

朽
化

に
伴

い
維

持
補

修
を

目
的

と
し

て
行

う
改

修
(
１

)
老

朽
化

に
伴

い
維

持
補

修
を

目
的

と
し

て
行

う
改

修

(
２

)
別

棟
の

建
物

の
改

修
（

建
物

本
体

に
ト

イ
レ

が
設

置
さ

れ
て

い
な

い
場

合
の

ト
イ

レ
改

修
を

除
く

。
）

 

(
３

)
擁

壁
、

門
、

柵
、

塀
等

の
外

構
工

事

(
２

)
別

棟
の

建
物

及
び

擁
壁

、
門

、
柵

、
塀

等
の

外
構

工
事

(
４

)
前

項
の

補
助

事
業

を
実

施
後

1
0
年

を
経

過
し

て
い

な
い

建

物
の

工
事

。
た

だ
し

、
自

然
災

害
に

よ
る

建
物

本
体

の
復

旧
の

場

合
を

除
く

。
 

(
３

)
前

項
の

補
助

事
業

を
実

施
後

1
0
年

を
経

過
し

て
い

な
い

建

物
の

工
事

。
た

だ
し

、
自

然
災

害
に

よ
る

建
物

本
体

の
復

旧
の

場

合
を

除
く

。
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第５２号議案 

 

   島原市立学校施設設備の使用に関する規則の一部を改正する規則 

  

 島原市立学校施設設備の使用に関する規則（昭和58年４月１日教育委員会規

則第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。  

別表（第８条関係） 

体育館等の電気料金一覧表 

学校名 １時間当たり 

島原市立第一小学校 170 円 

島原市立第二小学校 170 円 

島原市立第三小学校 200 円 

島原市立第四小学校 230 円 

島原市立第五小学校 170 円 

島原市立三会小学校 130 円 

島原市立大三東小学校 220 円 

島原市立高野小学校 220 円 

島原市立湯江小学校 220 円 

島原市立第一中学校 200 円 

島原市立第二中学校 290 円 

島原市立第三中学校 170 円 

島原市立三会中学校 170 円 
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島原市立有明中学校 220 円 

島原市立有明中学校テニスコート夜間照明

（１面につき） 
220 円 

島原市立第五小学校陶芸用電気釜 140 円 

島原市立第一中学校陶芸用電気釜 320 円 

使用時間１時間未満は１時間の料金とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市立学校施設設備の使用に関する規則の規定

は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この規則の施

行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例

による。  

 

 

  令和元年８月６日提出  

島原市教育委員会  

教育長 森本 和孝  

 

 

 

   提案理由  

 消費税及び地方消費税の税率改正に伴い、所要の整備を図るため、この規則

を改正しようとするものである。  

18



 

第
５

２
号

議
案

関
係

 

島
原

市
立

学
校

施
設

設
備

の
使

用
に

関
す

る
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
（

案
）

新
旧

対
照

表
 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

○
島

原
市

立
学

校
施

設
設

備
の

使
用

に
関

す
る

規
則

 
○

島
原

市
立

学
校

施
設

設
備

の
使

用
に

関
す

る
規

則
 

 

昭
和

5
8
年

４
月

１
日

教
育

委
員

会
規

則
第

１
号

昭
和

5
8
年

４
月

１
日

教
育

委
員

会
規

則
第

１
号

 

別
表

（
第

８
条

関
係

）
 

別
表

（
第

８
条

関
係

）
 

【
別

表
の

内
容

】
 

区
分

ご
と

の
１

時
間

あ
た

り
の

使

用
料

を
規

定
し

た
も

の
。

 

【
別

表
の

改
正

内
容

】
 

 
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

税
率

改
正

に
伴

い
使

用
料

を
改

正
す

る
も

の
。

 

体
育

館
等

の
電

気
料

金
一

覧
表

 
体

育
館

等
の

電
気

料
金

一
覧

表
 

 
学

校
名

 
１

時
間

当
た

り
  

 
学

校
名

 
１

時
間

当
た

り
  

 
島

原
市

立
第

一
小

学
校

 
1
7
0
円

 
 

島
原

市
立

第
一

小
学

校
 

1
7
0
円

 

 
島

原
市

立
第

二
小

学
校

 
1
7
0
円

 
 

島
原

市
立

第
二

小
学

校
 

1
7
0
 

 

 
島

原
市

立
第

三
小

学
校

 
2
0
0
円

 
 

島
原

市
立

第
三

小
学

校
 

2
0
0
 

 

 
島

原
市

立
第

四
小

学
校

 
2
3
0
円

 
 

島
原

市
立

第
四

小
学

校
 

2
3
0
 

 

 
島

原
市

立
第

五
小

学
校

 
1
7
0
円

 
 

島
原

市
立

第
五

小
学

校
 

1
7
0
 

 
 

 
島

原
市

立
三

会
小

学
校

 
1
3
0
円

 
 

島
原

市
立

三
会

小
学

校
 

1
3
0
 

 
 

 
島

原
市

立
大

三
東

小
学

校
 

2
2
0
円

 
 

島
原

市
立

大
三

東
小

学
校

 
2
2
0
 

 
 

 
島

原
市

立
高

野
小

学
校

 
2
2
0
円

 
 

島
原

市
立

高
野

小
学

校
 

2
2
0
 

 
 

 
島

原
市

立
湯

江
小

学
校

 
2
2
0
円

 
 

島
原

市
立

湯
江

小
学

校
 

2
2
0
 

 
 

 
島

原
市

立
第

一
中

学
校

 
2
0
0
円

 
 

島
原

市
立

第
一

中
学

校
 

2
0
0
 

 
 

 
島

原
市

立
第

二
中

学
校

 
2
9
0
円

 
 

島
原

市
立

第
二

中
学

校
 

2
8
0
 

 
 

 
島

原
市

立
第

三
中

学
校

 
1
7
0
円

 
 

島
原

市
立

第
三

中
学

校
 

1
7
0
 

 
 

 
島

原
市

立
三

会
中

学
校

 
1
7
0
円

 
 

島
原

市
立

三
会

中
学

校
 

1
7
0
 

 
 

 
島

原
市

立
有

明
中

学
校

 
2
2
0
円

 
 

島
原

市
立

有
明

中
学

校
 

2
2
0
 

 
 

 
島

原
市

立
有

明
中

学
校

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

夜

間
照

明
（

１
面

に
つ

き
）

 

2
2
0
円

 
 

島
原

市
立

有
明

中
学

校
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
夜

間
照

明
（

１
面

に
つ

き
）

 

2
2
0
 

 
 

 
島

原
市

立
第

五
小

学
校

陶
芸

用
電

気
釜

 
1
4
0
円

 
 

島
原

市
立

第
五

小
学

校
陶

芸
用

電
気

釜
 

1
4
0
 

 
 

 
島

原
市

立
第

一
中

学
校

陶
芸

用
電

気
釜

 
3
2
0
円

 
 

島
原

市
立

第
一

中
学

校
陶

芸
用

電
気

釜
 

3
1
0
 

 
 

使
用

時
間

１
時

間
未

満
は

１
時

間
の

料
金

と
す

る
。

 
使

用
時

間
１

時
間

未
満

は
１

時
間

の
料

金
と

す
る

。
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第５３号議案 

 

   島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則（昭和５１年教育委員会規則

第１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１  ３．特別の設備の表を次のように改める。 

   

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則の規 

定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の 

日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。 

区分 単位 金額 

複写機 １枚片面 
白黒 10円

カラー 100円

印刷機 

原紙作成１枚 50円

印刷１枚 
２円（ただし、用紙持ち込みのと

きは１円） 

拡大印刷機 １メートル 120円

陶芸窯 １キロワット 18円

備考 

１ 拡大印刷は、長さが１メートル未満であるとき、又は長さに１メートル未満の端

数があるときは、１０センチメートル毎に１２円を加算する。この場合において、

１０センチメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算するものとす

る。 

２ 陶芸窯の実費相当額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものと

する。 
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  令和元年８月６日提出 

                      島原市教育委員会 

教育長  森本 和孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 消費税及び地方消費税の税率改正に伴う料金改定及び所要の整備を図るため、この規則

を改正しようとするものである。 
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第
５

３
号

議
案

関
係

 

島
原

市
立

公
民

館
の

設
置

及
び

管
理

等
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
（

案
）

新
旧

対
照

表
 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

島
原

市
立

公
民

館
の

設
置

及
び

管
理

等
に

関
す

る
条

例
施

行

規
則

 

島
原

市
立

公
民

館
の

設
置

及
び

管
理

等
に

関
す

る
条

例
施

行

規
則

 

 

別
表

第
１

（
第

９
条

関
係

）
 

別
表

第
１

（
第

９
条

関
係

）
 

【
別

表
第

１
の

内
容

】
 

冷
暖

房
設

備
、

ガ
ス

、
特

別
の

 

設
備

の
料

金
を

規
定

し
た

も
の

。
 

 【
拡

大
印

刷
機

の
使

用
料

改
定

】
 

拡
大

印
刷

機
に

つ
い

て
は

、
１

 

メ
ー

ト
ル

当
た

り
実

費
相

当
額

の
 

1
2
0
円

に
増

額
す

る
。

 

ま
た

、
端

数
分

に
つ

い
て

も
1
0
 

 
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

単
位

で
徴

収
で

 

 
き

る
よ

う
に

備
考

の
改

正
を

す
る

 

 
も

の
。

 

【
陶

芸
窯

の
使

用
料

改
定

】
 

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
税

 

率
改

正
に

伴
い

陶
芸

窯
の

料
金

を

改
定

す
る

も
の

。
 

   

１
及

び
２

 
略

 
１

及
び

２
 

略
 

３
．

特
別

の
設

備
 

３
．

特
別

の
設

備
 

 
区

分
 

単
位

 
金

額
 

 
 

区
分

 
単

位
 

金
額

 
 

 
複

写
機

 
１

枚
片

面
 

白
黒

 
1
0
円

 
 

複
写

機
 

１
枚

片
面

 
白

黒
 

1
0
円

 

 
カ

ラ
ー

 
1
0
0
円

 
 

カ
ラ

ー
 

1
0
0
円

 

 

印
刷

機
 

原
紙

作
成

１
枚

 
5
0
円

  
 

印
刷

機
 

原
紙

作
成

１
枚

 
5
0
円

 

 

印
刷

１
枚

 

２
円

（
た

だ
し

、
用

紙

持
ち

込
み

の
と

き
は

１

円
）

 

 
 

印
刷

１
枚

 

２
円

（
た

だ
し

、
用

紙

持
ち

込
み

の
と

き
は

１

円
）

 

 

 
拡

大
印

刷
機

 
１

メ
ー

ト
ル

 
1
2
0
円

  
 

拡
大

印
刷

機
 

１
メ

ー
ト

ル
 

1
0
0
円

 

 
陶

芸
窯

 
１

キ
ロ

ワ
ッ

ト
 

1
8
円

  
 

陶
芸

窯
 

１
キ

ロ
ワ

ッ
ト

 
1
7
円

 

 
備

考
 

１
 

拡
大

印
刷

は
、

長
さ

が
１

メ
ー

ト
ル

未
満

で
あ

る
と

き
、

又
は

長
さ

に
１

メ
ー

ト
ル

未
満

の
端

数
が

あ
る

と

き
は

、
１
０

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
毎
に
１
２
円
を
加
算
す
る
。

こ
の
場
合
に

お
い
て
、
１
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端

数
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
て
計
算
す
る
も
の

と
す
る
。
 

２
 

陶
芸

窯
の

実
費

相
当

額
に

１
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

備
考

 

１
 

拡
大

印
刷

は
、

長
さ

が
１

メ
ー

ト
ル

未
満

で
あ

る
と

き
、

又
は

長
さ

に
１

メ
ー

ト
ル

未
満

の
端

数
が

あ
る

と

き
は

、
そ

の
長

さ
は

１
メ

ー
ト

ル
と

し
て

計
算

す
る

も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

２
 

陶
芸

窯
の

実
費

相
当

額
に

１
円

未
満

の
端

数
を

生
じ

た
と

き
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
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第５４号議案 

 

   島原文化会館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

島原文化会館条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第１９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１の表を次のように改める。 

区分 器具名 単位 
使用料（１区分

につき） 
備考 

舞台設

備 

所作台 一式 6,600円 

松竹羽目 一式 2,200円セット 

平台 一式 2,200円変形平台、箱馬及び折りたたみ馬

を含む。 

１台 220円変形平台、箱馬及び折りたたみ馬

を含む。 

金屏風 １双 2,200円 

緋毛せん １枚 220円 

長座布とん １枚 100円 

上敷 １枚 100円 

指揮台 １台 220円指揮者用譜面台付き 

譜面台 １台 50円 

演台 一式 550円花台付き 

反響板 一式 4,400円 

賞状盆 １個 50円 

レクチャー台（ＭＣ

台） 

１台 220円 

照明設

備 

（大ホール） 

調光操作装置 一式 3,300円 

フットライト 一式 550円60Ｗ×96灯 
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第１ボーダーライト 一式 ―150Ｗ×80灯、ホール料金に含む。

第２ボーダーライト 一式 760円150Ｗ×72灯 

第３ボーダーライト 一式 760円150Ｗ×72灯 

スポットライト（１

ＫＷ） 

１台 440円 

エリスポット １台 440円 

スポットライト（500

Ｗ） 

１台 330円 

ストロボ １台 330円 

シーリングスポット

ライト 

１台 220円 

サイドフロントライ

ト 

１台 220円 

アッパーホリゾント

ライト 

一式 1,100円 

ロアーホリゾントラ

イト 

一式 1,100円 

センターピンスポッ

ト 

１台 2,200円 

ミラーボール １台 1,100円 

エフェクトマシン １台 1,100円 

カラーフィルター １枚 550円 

（中ホール） 

調光操作装置 一式 1,650円 

ボーダーライト 一式 ―150Ｗ×36灯、ホール料金に含む。

アッパーホリゾント

ライト 

一式 550円100Ｗ×36灯 

ロアーホリゾントラ

イト 

一式 330円 
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シーリングライト 一式 900円１ＫＷ×４台 

音響設

備 

コンデンサーマイク １本 550円 

ダイナミックマイク １本 330円 

ワイヤレスマイク １本 1,650円 

アンプシステム（大

ホール） 

一式     3,300

円

ダイナミックマイク１本含む。 

 

アンプシステム（中

ホール） 

一式        1,650

円

ダイナミックマイク１本含む。 

ミキシングアンプ 一式 1,100円 

マイクスタンド １本 330円 

ハネカエリスピーカ

ー（大） 

１台  880円 

 

ハネカエリスピーカ

ー（小） 

１台  550円
 

ＣＤプレーヤー １台 530円 

カセットデッキ １台 530円 

ＭＤデッキ １台 530円 

エフェクタ（リバー

ブ他） 

１台 1,100円 

移動式アンプシステ

ム（ワイヤレスマイ

ク２本の場合） 

 

一式 2,480円

 

移動式アンプシステ

ム（ワイヤレスマイ

ク１本の場合） 

 

一式 

   

1,650円

 

ピアノ 
コンサートグランド

ピアノ 

１台 5,500円大ホール用 

ヤマハＣＦ調律料は別 
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グランドピアノ １台 2,200円中ホール用 

ヤマハＧ５Ｅ調律料は別 

販売行

為 

大ホールロビー １回 1,540円

770円

催物と直接関係ある物品の販売

については使用料を徴収しない。

（催物が営利の場合に限る。） 

営利又は営業の宣伝に類しない

場合の使用料については、各使用

料の欄の下段の額とする。 

中ホールロビー １回 760円

380円

展示室ロビー １回 1,540円

770円

屋外敷地 １回 1,540円

770円

その他 

シャワー室 １室 1,100円 

展示パネル １枚 50円 

スクリーン（大ホー

ル） 

１幕 1,100円 

スクリーン（中ホー

ル） 

１幕 550円 

スクリーン（移動式）１幕 330円 

コンセント（１ＫＷ）１口 220円 

クリップライト １個 100円 

ＤＶＤプレーヤー １台 530円 

プロジェクター 一式 1,100

円

 

長机 １脚 50円展示室Ａ及びＢのみ 

折りたたみ椅子 １脚 20円展示室Ａ及びＢのみ 

備考 

１ 使用料の単位は、９時から13時まで、13時から18時まで及び18時から22時までそ

れぞれの区分を１単位とする。 

２ 基本セットは大・中ホールについては、館内照明第１ボーダーライト及びダイナ

ミックマイク１本とする。 
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別表第２ １ 冷暖房設備の表を次のように改める。 

区分 単位 金額 

大ホール 

ホール １時間 2,980円

楽屋Ａ １時間 90円

楽屋Ｂ １時間 90円

楽屋Ｃ １時間 60円

中ホール 
ホール １時間 930円

楽屋 １時間 90円

小ホールＡ １時間 560円

小ホールＢ １時間 350円

展示室Ａ １時間 380円

展示室Ｂ（多目的ホール） １時間 150円

会議室 １時間 120円

和室 １時間 150円

備考 使用時間が１時間未満であるとき、又は使用時間に１時間未満の端数があるとき

は、その使用時間又はその端数時間は、１時間として計算する。 

 
  附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原文化会館条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後

の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用

許可に係る使用料等については、なお従前の例による。 

  令和元年８月６日提出 

                      島原市教育委員会 

教育長  森本 和孝 

   提案理由 

 消費税及び地方消費税の税率改正に伴う料金改定及び所要の整備を図るため、この規則

を改正しようとするものである。 
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第
５

４
号

議
案

関
係

 

島
原

文
化

会
館

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

（
案

）
新

旧
対

照
表

 

改
正

案
 

現
行

 
解

説
及

び
資

料
 

島
原

文
化

会
館

条
例

施
行

規
則

 
島

原
文

化
会

館
条

例
施

行
規

則
 

別
表

第
１

（
第

８
条

関
係

）
 

別
表

第
１

（
第

８
条

関
係

）
 

【
別

表
第

１
の

内
容

】
 

各
設

備
の

１
区

分
あ

た
り

の
使

 

用
料

を
規

定
し

た
も

の
。

 

【
改

正
内

容
】

 

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
税

 

率
改

正
に

伴
い

使
用

料
を

改
定

す
 

る
も

の
。

 

区 分
 

器
具

名
 

単
位

 使
用

料

（
１

区
分

に
つ

き
）

 

備
考

 
区 分

 
器

具
名

 
単

位
 使

用
料

（
１

区
分

に
つ

き
）

 

備
考

 

舞 台 設 備
 

所
作

台
 

一
式
 

6
,
6
0
0
円

舞 台 設 備
 

円
 

所
作

台
 

一
式

 
6
,
4
8
0
 

松
竹

羽
目

 
一

式
 

2
,
2
0
0
円

セ
ッ

ト
松

竹
羽

目
 

一
式

 
2
,
1
6
0
 

セ
ッ

ト

平
台

 
一

式
 

2
,
2
0
0
円

変
形

平
台

、
箱

馬
及

び

折
り

た
た

み
馬

を
含

む
。

 

 
平

台
 

一
式

 
2
,
1
6
0
 

変
形

平
台

、
箱

馬
及

び

折
り

た
た

み
馬

を
含

む
。

 

 

１
台

 
2
2
0
円

変
形

平
台

、
箱

馬
及

び

折
り

た
た

み
馬

を
含

む
。

 

 
１

台
 

2
2
0
 

金
屏

風
 

１
双

 
2
,
2
0
0
円
 

金
屏

風
 

１
双

 
2
,
1
6
0
 

緋
毛

せ
ん

 
１

枚
 

2
2
0
円
 

緋
毛

せ
ん

 
１

枚
 

2
2
0
 

長
座

布
と

ん
 
１

枚
 

1
0
0
円
 

長
座

布
と

ん
 
１

枚
 

1
0
0
 

上
敷

 
１

枚
 

1
0
0
円
 

上
敷

 
１

本
 

1
0
0
 

指
揮

台
 

１
台

 
2
2
0
円

指
揮

者
用

譜
面

台
付

き
 

指
揮

台
 

１
台

 
2
2
0
 

指
揮

者
用

譜
面

台
付

き
 

譜
面

台
 

１
台

 
5
0
円
 

譜
面

台
 

１
台

 
5
0
 

演
台

 
一

式
 

5
5
0
円

花
台

付
き

 
演

台
 

一
式

 
5
4
0
 

花
台

付
き

 

反
響

板
 

一
式

 
4
,
4
0
0
円
 

反
響

板
 

一
式

 
4
,
3
2
0
 

賞
状

盆
 

１
個

 
5
0
円
 

賞
状

盆
 

１
個

 
5
0
 

譜
面

灯
 

１
灯

 
3
0
 

30



改
正

案
 

現
行

 
解

説
及

び
資

料
 

レ
ク

チ
ャ

ー

台
（

Ｍ
Ｃ

台
）

１
台

 
2
2
0
円

レ
ク

チ
ャ

ー

台
（

Ｍ
Ｃ

台
）

１
台

 
2
2
0
 

照 明 設 備
 

（
大

ホ
ー

ル
）

 

照 明 設 備
 

（
大

ホ
ー

ル
）

 

調
光

操
作

装

置
 

一
式

 
3
,
3
0
0
円
 

調
光

操
作

装

置
 

一
式

 
3
,
2
4
0
 

フ
ッ

ト
ラ

イ

ト
 

一
式

 
5
5
0
円

6
0
Ｗ

×
9
6
灯

 
フ

ッ
ト

ラ
イ

ト
 

一
式

 
5
4
0
 

6
0
Ｗ

×
9
6
灯

 

第
１

ボ
ー

ダ

ー
ラ

イ
ト

 

一
式

 
―

1
5
0
Ｗ

×
8
0
灯

、
ホ

ー

ル
料

金
に

含
む

。

第
１

ボ
ー

ダ

ー
ラ

イ
ト

 

一
式

 
―

1
5
0
Ｗ

×
8
0
灯

、
ホ

ー

ル
料

金
に

含
む

。

第
２

ボ
ー

ダ

ー
ラ

イ
ト

 

一
式

 
7
6
0
円

1
5
0
Ｗ

×
7
2
灯

 
第

２
ボ

ー
ダ

ー
ラ

イ
ト

 

一
式

 
7
5
0
 

1
5
0
Ｗ

×
7
2
灯

 

第
３

ボ
ー

ダ

ー
ラ

イ
ト

 

一
式

 
7
6
0
円

1
5
0
Ｗ

×
7
2
灯

 
第

３
ボ

ー
ダ

ー
ラ

イ
ト

 

一
式

 
7
5
0
 

1
5
0
Ｗ

×
7
2
灯

 

ス
ポ

ッ
ト

ラ

イ
ト

（
１

Ｋ

Ｗ
）

 

１
台

 
4
4
0
円
 

ス
ポ

ッ
ト

ラ

イ
ト

（
１

Ｋ

Ｗ
）

 

１
台

 
4
3
0
 

エ
リ

ス
ポ

ッ

ト
 

１
台

 
4
4
0
円
 

エ
リ

ス
ポ

ッ

ト
 

１
台

 
4
3
0
 

ス
ポ

ッ
ト

ラ

イ
ト
（

5
0
0
Ｗ

）

１
台

 
3
3
0
円
 

ス
ポ

ッ
ト

ラ

イ
ト
（

5
0
0
Ｗ

）

１
台

 
3
2
0
 

ス
ト

ロ
ボ

１
台

 
3
3
0
円
 

ス
ト

ロ
ボ

１
台

 
3
2
0
 

シ
ー

リ
ン

グ

ス
ポ

ッ
ト

ラ

イ
ト

１
台

 
2
2
0
円
 

シ
ー

リ
ン

グ

ス
ポ

ッ
ト

ラ

イ
ト

１
台

 
2
2
0
 

サ
イ

ド
フ

ロ

ン
ト

ラ
イ

ト

１
台

 
2
2
0
円
 

サ
イ

ド
フ

ロ

ン
ト

ラ
イ

ト

１
台

 
2
2
0
 

ア
ッ

パ
ー

ホ
一

式
 

1
,
1
0
0
円
 

ア
ッ

パ
ー

ホ
一

式
 

1
,
0
8
0
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改
正

案
 

現
行

 
解

説
及

び
資

料
 

リ
ゾ

ン
ト

ラ

イ
ト

リ
ゾ

ン
ト

ラ

イ
ト

ロ
ア

ー
ホ

リ

ゾ
ン

ト
ラ

イ

ト
 

一
式

 
1
,
1
0
0
円
 

ロ
ア

ー
ホ

リ

ゾ
ン

ト
ラ

イ

ト
 

一
式

 
1
,
0
8
0
 

セ
ン

タ
ー

ピ

ン
ス

ポ
ッ

ト

１
台

 
2
,
2
0
0
円
 

セ
ン

タ
ー

ピ

ン
ス

ポ
ッ

ト

１
台

 
2
,
1
6
0
 

ミ
ラ

ー
ボ

ー

ル
 

１
台

 
1
,
1
0
0
円
 

ミ
ラ

ー
ボ

ー

ル
 

１
台

 
1
,
0
8
0
 

エ
フ

ェ
ク

ト

マ
シ

ン

１
台

 
1
,
1
0
0
円
 

エ
フ

ェ
ク

ト

マ
シ

ン

１
台

 
1
,
0
8
0
 

カ
ラ

ー
フ

ィ

ル
タ

ー

１
枚

 
5
5
0
円
 

カ
ラ

ー
フ

ィ

ル
タ

ー

１
枚

 
5
4
0
 

（
中

ホ
ー

ル
）

 
（

中
ホ

ー
ル

）
 

調
光

操
作

装

置
 

一
式

 
1
,
6
5
0
円
 

調
光

操
作

装

置
 

一
式

 
1
,
6
2
0
 

ボ
ー

ダ
ー

ラ

イ
ト

一
式

 
―

1
5
0
Ｗ

×
3
6
灯

、
ホ

ー

ル
料

金
に

含
む

。

ボ
ー

ダ
ー

ラ

イ
ト

一
式

 
―

1
5
0
Ｗ

×
3
6
灯

、
ホ

ー

ル
料

金
に

含
む

。

ア
ッ

パ
ー

ホ

リ
ゾ

ン
ト

ラ

イ
ト

一
式

 
5
5
0
円

1
0
0
Ｗ

×
3
6
灯

 
ア

ッ
パ

ー
ホ

リ
ゾ

ン
ト

ラ

イ
ト

一
式

 
5
4
0
 

1
0
0
Ｗ

×
3
6
灯

 

ロ
ア

ー
ホ

リ

ゾ
ン

ト
ラ

イ

ト
 

一
式

 
3
3
0
円
 

ロ
ア

ー
ホ

リ

ゾ
ン

ト
ラ

イ

ト
 

一
式

 
3
2
0
 

シ
ー

リ
ン

グ

ラ
イ

ト

一
式

 
9
0
0
円

１
Ｋ

Ｗ
×

４
台

 
シ

ー
リ

ン
グ

ラ
イ

ト

一
式

 
8
8
0
 

１
Ｋ

Ｗ
×

４
台

 

音
コ

ン
デ

ン
サ

１
本

 
5
5
0
円
 

音
マ

イ
ク

ロ
ホ

１
本

 
5
4
0
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改
正

案
 

現
行

 
解

説
及

び
資

料
 

響 設 備
 

ー
マ

イ
ク

 
響 設 備

 

ン
（

コ
ン

デ
ン

サ
ー

）

ダ
イ

ナ
ミ

ッ

ク
マ

イ
ク

１
本

 
3
3
0
円
 

マ
イ

ク
ロ

ホ

ン
(
ダ

イ
ナ

ミ

ッ
ク

)
 

１
本

 
3
2
0
 

ワ
イ

ヤ
レ

ス

マ
イ

ク

１
本

 
1
,
6
5
0
円
 

ワ
イ

ヤ
レ

ス

マ
イ

ク

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

1
,
6
2
0
 

ア
ン

プ
シ

ス

テ
ム
（

大
ホ

ー

ル
）
 

一
式

 

ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク

マ
イ

ク
１

本
含

む
。

ア
ン

プ
シ

ス

テ
ム

一
式

 
大

ホ
ー

ル
 マ

イ
ク

ロ
ホ

ン
(
ダ

イ

ナ
ミ

ッ
ク

)
１

本
含

む
。
 

3
,
3
0
0
円

3
,
2
4
0
 

中
ホ

ー
ル

 

ア
ン

プ
シ

ス

テ
ム
（

中
ホ

ー

ル
）

 

一
式

 
1
,
6
5
0
円

ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク

マ
イ

ク
１

本
含

む
。

1
,
6
2
0
 

ミ
キ

シ
ン

グ

ア
ン

プ

一
式

 
1
,
1
0
0
円
 

ミ
キ

シ
ン

グ

ア
ン

プ

一
式

 
1
,
0
8
0
 

マ
イ

ク
ス

タ

ン
ド

１
本

 
3
3
0
円
 

マ
イ

ク
ス

タ

ン
ド

１
本

 
3
2
0
 

ハ
ネ

カ
エ

リ

ス
ピ

ー
カ

ー
 

（
大

）
 

１
台

 
8
8
0
円

ハ
ネ

カ
エ

リ

ス
ピ

ー
カ

ー

１
台

 
大

8
6
0
 

小
5
4
0
 

ハ
ネ

カ
エ

リ

ス
ピ

ー
カ

ー
 

（
小

）
 

１
台

 
5
5
0
円

 

レ
コ

ー
ド

プ

レ
ー

ヤ
ー

１
台

 
5
2
0
 

Ｃ
Ｄ

プ
レ

ー
１

台
 

5
3
0
円
 

Ｃ
Ｄ

プ
レ

ー
１

台
 

5
2
0
 

33



改
正

案
 

現
行

 
解

説
及

び
資

料
 

ヤ
ー

ヤ
ー

カ
セ

ッ
ト

デ

ッ
キ

 

１
台

 
5
3
0
円
 

カ
セ

ッ
ト

デ

ッ
キ

 

１
台

 
5
2
0
 

Ｍ
Ｄ

デ
ッ

キ
 
１

台
 

5
3
0
円
 

Ｍ
Ｄ

デ
ッ

キ
 
１

台
 

5
2
0
 

エ
フ

ェ
ク

タ

（
リ

バ
ー

ブ

他
）

 

１
台

 
1
,
1
0
0
円
 

エ
フ

ェ
ク

タ

（
リ

バ
ー

ブ

他
）

 

１
台

 
1
,
0
8
0
 

移
動

式
ア

ン

プ
シ

ス
テ

ム

（
ワ

イ
ヤ

レ

ス
マ

イ
ク

２

本
の

場
合

）
 

一
式

 
2
,
4
8
0
円

移
動

式
ア

ン

プ
シ

ス
テ

ム
 

一
式

 
8
1
0
 

ワ
イ

ヤ
レ

ス
マ

イ
ク

１
本

含
む

。
 

移
動

式
ア

ン

プ
シ

ス
テ

ム

（
ワ

イ
ヤ

レ

ス
マ

イ
ク

１

本
の

場
合

）
 

一
式

 
1
,
6
5
0
円

ピ ア ノ
 

コ
ン

サ
ー

ト

グ
ラ

ン
ド

ピ

ア
ノ

１
台

 
5
,
5
0
0
円

大
ホ

ー
ル

用
 

ヤ
マ

ハ
Ｃ

Ｆ
調

律
料

は
別

 
ピ ア ノ

 

コ
ン

サ
ー

ト

グ
ラ

ン
ド

ピ

ア
ノ

１
台

 
5
,
4
0
0
 

大
ホ

ー
ル

用
 

ヤ
マ

ハ
Ｃ

Ｆ
調

律
料

は
別

 

グ
ラ

ン
ド

ピ

ア
ノ

１
台

 
2
,
2
0
0
円

中
ホ

ー
ル

用
 

ヤ
マ

ハ
Ｇ

５
Ｅ

調
律

料
は

別
 

グ
ラ

ン
ド

ピ

ア
ノ

１
台

 
2
,
1
6
0
 

中
ホ

ー
ル

用
 

ヤ
マ

ハ
Ｇ

５
Ｅ

調
律

料
は

別
 

販 売 行 為
 

大
ホ

ー
ル

ロ

ビ
ー

 

１
回

 
1
,
5
4
0
円

7
7
0
円

催
物

と
直

接
関

係
あ

る
物

品
の

販
売

に
つ

い
て

は
使

用
料

を
徴

収
し

な
い

。
（

催
物

が

販 売 行 為
 

大
ホ

ー
ル

ロ

ビ
ー

 

１
室

 
1
,
5
1
0
 

7
5
5
 

催
物

と
直

接
関

係
あ

る
物

品
の

販
売

に
つ

い
て

は
使

用
料

を
徴

収
し

な
い

。
（

催
物

が

中
ホ

ー
ル

ロ

ビ
ー

 

１
回

 
7
6
0
円

3
8
0
円

中
ホ

ー
ル

玄

関
ホ

ー
ル

 

１
室

 
7
5
0
 

3
7
5
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改
正

案
 

現
行

 
解

説
及

び
資

料
 

展
示

室
ロ

ビ

ー
 

１
回

 
1
,
5
4
0
円

7
7
0
円

営
利

の
場

合
に

限

る
。

）
 

営
利

又
は

営
業

の
宣

伝
に

類
し

な
い

場
合

の
使

用
料

に
つ

い
て

は
、
各

使
用

料
の

欄
の

下
段

の
額

と
す

る
。

 

小
ホ

ー
ル

玄

関
ホ

ー
ル

 

１
室

 
1
,
5
1
0
 

7
5
5
 

営
利

の
場

合
に

限

る
。

）
 

営
利

又
は

営
業

の
宣

伝
に

類
し

な
い

場
合

の
使

用
料

に
つ

い
て

は
、
各

使
用

料
の

欄
の

下
段

の
額

と
す

る
。

 

屋
外

敷
地

 
１

回
 

1
,
5
4
0
円

7
7
0
円

屋
外

敷
地

 
１

回
 

1
,
5
1
0
 

7
5
5
 

そ の 他
 

シ
ャ

ワ
ー

室
 
１

室
 

1
,
1
0
0
円
 

そ の 他
 

シ
ャ

ワ
ー

室
 
１

室
 

1
,
0
8
0
 

展
示

パ
ネ

ル
 
１

枚
 

5
0
円
 

展
示

パ
ネ

ル
 
１

枚
 

5
0
 

ス
ク

リ
ー

ン

（
大

ホ
ー

ル
）

１
幕

 
1
,
1
0
0
円
 

ス
ク

リ
ー

ン

（
大

ホ
ー

ル
）

１
幕

 
1
,
0
8
0
 

ス
ク

リ
ー

ン

（
中

ホ
ー

ル
）

１
幕

 
5
5
0
円
 

ス
ク

リ
ー

ン

（
中

ホ
ー

ル
）

１
幕

 
5
4
0
 

ス
ク

リ
ー

ン

（
移

動
式

）
 

１
幕

 
3
3
0
円
 

ス
ク

リ
ー

ン

（
移

動
式

）
 

１
幕

 
3
2
0
 

コ
ン

セ
ン

ト

（
１

Ｋ
Ｗ

）
 

１
口

 
2
2
0
円
 

コ
ン

セ
ン

ト

（
１

Ｋ
Ｗ

）
 

１
口

 
2
2
0
 

ク
リ

ッ
プ

ラ

イ
ト

１
個

 
1
0
0
円
 

ク
リ

ッ
プ

ラ

イ
ト

１
個

 
1
0
0
 

映
写

機
(
1
6
ミ

リ
)
 

１
台

 
2
,
1
6
0
 

横
河

Ｘ
－

6
0
0
Ⅱ

 

Ｄ
Ｖ

Ｄ
プ

レ

ー
ヤ

ー
 

１
台

 
5
3
0
円
 

Ｄ
Ｖ

Ｄ
プ

レ

ー
ヤ

ー
 

１
台

 
5
2
0
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク

タ
ー

一
式

 
 
1
,
1
0
0
円

  
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

一
式

 
大

・
中

ホ

ー
ル

 

 

1
,
0
8
0
 

小
ホ

ー
ル
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改
正

案
 

現
行

 
解

説
及

び
資

料
 

5
2
0
 

長
机

 
１

脚
 

5
0
円

展
示

室
Ａ

及
び

Ｂ
の

み
 

長
机

 
１

脚
 

5
0
 

展
示

室
Ａ

及
び

Ｂ
の

み
 

折
り

た
た

み

椅
子

 

１
脚

 
2
0
円

展
示

室
Ａ

及
び

Ｂ
の

み
 

折
り

た
た

み

椅
子

 

１
脚

 
2
0
 

展
示

室
Ａ

及
び

Ｂ
の

み
 

備
考

 

１
 

使
用

料
の

単
位

は
、

９
時

か
ら

1
3
時

ま
で

、
1
3
時

か

ら
1
8
時

ま
で

及
び

1
8
時

か
ら

2
2
時

ま
で

そ
れ

ぞ
れ

の
区

分
を

１
単

位
と

す
る

。
 

２
 

基
本

セ
ッ

ト
は

大
・

中
ホ

ー
ル

に
つ

い
て

は
、

館
内

照
明

第
１

ボ
ー

ダ
ー

ラ
イ

ト
及

び
ダ

イ
ナ

ミ
ッ

ク
マ

イ

ク
１

本
と

す
る

。

備
考

 

１
 

使
用

料
の

単
位

は
、

９
時

か
ら

1
3
時

ま
で

、
1
3
時

か

ら
1
8
時

ま
で

及
び

1
8
時

か
ら

2
2
時

ま
で

そ
れ

ぞ
れ

の
区

分
を

１
単

位
と

す
る

。
 

２
 

基
本

セ
ッ

ト
は

大
・

中
ホ

ー
ル

に
つ

い
て

は
、

館
内

照
明

第
１

ボ
ー

ダ
ー

ラ
イ

ト
及

び
マ

イ
ク

(
ダ

イ
ナ

ミ

ッ
ク

)
１

本
と

す
る

。
 

別
表

第
２

（
第

８
条

関
係

）
 

別
表

第
２

（
第

８
条

関
係

）
 

【
別

表
第

２
の

内
容

】
 

各
室

ご
と

の
１

時
間

あ
た

り
の

 

冷
暖

房
設

備
の

料
金

を
規

定
し

た
 

も
の

。
 

【
改

正
内

容
】

 

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
税

 

率
改

正
に

伴
い

冷
暖

房
設

備
の

料
 

金
を

改
定

す
る

も
の

。
 

１
 

冷
暖

房
設

備
 

１
 

冷
暖

房
設

備
 

区
分

 
単

位
 

金
額

 
区

分
 

単
位

 
金

額
 

大
ホ

ー
ル

 

ホ
ー

ル
１

時
間

 
2
,
9
8
0
円

 

大
ホ

ー
ル

 

ホ
ー

ル

１
時

間
 

2
,
9
3
0
円

 

楽
屋

Ａ
 

１
時

間
 

9
0
円

 
楽

屋
Ａ

 
9
0
 

楽
屋

Ｂ
 

１
時

間
 

9
0
円

 
楽

屋
Ｂ

 
9
0
 

楽
屋

Ｃ
 

１
時

間
 

6
0
円

 
楽

屋
Ｃ

 
6
0
 

中
ホ

ー
ル

 
ホ

ー
ル

１
時

間
 

9
3
0
円

 
中

ホ
ー

ル
 

ホ
ー

ル
１

時
間

 
9
1
0
 

楽
屋

 
１

時
間

 
9
0
円

 
楽

屋
 

9
0
 

小
ホ

ー
ル

Ａ
 

１
時

間
 

5
6
0
円

 
小

ホ
ー

ル
Ａ

 
１

時
間

 
5
5
0
 

小
ホ

ー
ル

Ｂ
 

１
時

間
 

3
5
0
円

 
小

ホ
ー

ル
Ｂ

 
１

時
間

 
3
4
0
 

展
示

室
Ａ

 
１

時
間

 
3
8
0
円

 
展

示
室

Ａ
 

１
時

間
 

3
7
0
 

展
示

室
Ｂ

（
多

目
的

ホ
ー

ル
）

 

１
時

間
 

1
5
0
円

 
展

示
室

Ｂ
（

多
目

的
ホ

ー

ル
）

 

１
時

間
 

1
5
0
 

会
議

室
 

１
時

間
 

1
2
0
円

 
会

議
室

 
１

時
間

 
1
2
0
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改
正

案
 

現
行

 
解

説
及

び
資

料
 

和
室

 
１

時
間

 
1
5
0
円

 
和

室
 

１
時

間
 

1
5
0
 

備
考

 
使

用
時

間
が

１
時

間
未

満
で

あ
る

と
き

、
又

は
使

用

時
間

に
１

時
間

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

使
用

時
間

又
は

そ
の

端
数

時
間

は
、
１

時
間

と
し

て
計

算
す

る
。

備
考

 
使

用
時

間
が

１
時

間
未

満
で

あ
る

と
き

、
又

は
使

用

時
間

に
１

時
間

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

使
用

時
間

又
は

そ
の

端
数

時
間

は
、
１

時
間

と
し

て
計

算
す

る
。
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第５５号議案 

島原市有明文化会館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

島原市有明文化会館の管理運営に関する規則（平成１７年教育委員会規則第 30 号）の一

部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「申請書提出順による」を「申請の順序により行い、２以上の申請が同

じに行われたときは、協議又は抽選により決定するものとする」に改める。

別表第１の表を次のように改める。 

区分 器具名 単位 

使用料（１

区分につ

き） 

備考 

舞台設

備 平台 一式 1,570円15台以上の場合 

１台 100円15台未満の場合 

金屏風 １双 1,570円 

緋毛せん １枚 100円 

吊りジョーゼット 一式 1,570円 

上敷 １枚 100円 

指揮台 一式 210円譜面台付き 

譜面台 １台 50円 

演台 一式 530円花台付き 

音響反響板 一式 4,190円天井ライト付 

賞状盆 １個 50円 

司会台 １台 100円 

照明設

備 

（大ホール） 

調光操作装置 一式 2,650円 

第１ボーダーライト 一式 －大ホール料金に含

む。 
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第２ボーダーライト 一式 530円 

スポットライト１ｋｗ １台 210円 

スポットライト500ｗ １台 100円 

シーリングライト 一式 3,150円 

サイドフロントライト 一式 3,150円 

アッパーホリゾントライト 一式 1,050円 

ロアーホリゾントライト 一式 1,050円 

センターピンスポット １台 1,050円 

エフェクトマシン １台 1,050円 

データフラッシュ １台 840円 

エリスポット １台 420円 

ミラーボール １台 840円 

カラーフィルター １枚 550円 

（多目的ホール） 

調光操作装置 一式 1,650円 

ボーダーライト 一式 530円 

アッパーホリゾントライト 一式 530円 

シーリングライト［天井ライト］ 一式 320円多目的１・２それぞ

れ320円 

音響設

備 

音響拡声装置（大ホール） 一式 2,620円 

音響拡声装置（多目的ホール） 一式 1,570円 

ミキシングアンプ 一式 530円 

コンデンサーマイク １本 420円 

ダイナミックマイク １本 210円 

ワイヤレスマイク １本 530円 

移動型スピーカー大 １台 530円 

移動型スピーカー小 １台 320円 

ＣＤプレーヤー １台 530円 

ＭＤデッキ １台 530円 
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カセットデッキ １台 530円 

エフェクター（リバーブ他） １台 530円 

マイクスタンド １本 100円 

販売行

為 

市民ギャラリー １回 1,540円

770円

催物と直接関係あ

る物品の販売につ

いては使用料を徴

収しない。（催物が

営利の場合に限

る。） 

営利又は営業の宣

伝に類しない場合

の使用料について

は、各使用料の欄の

下段の額とする。 

ホワイエ １回 760円

380円

屋外敷地 １回 1,540円

770円

その他 グランドピアノ大（ＣＦ―Ⅲ） １台 3,150円 

グランドピアノ小（Ｓ―６） １台 1,050円 

展示パネル １枚 50円 

16㎜映写機（大ホール） 一式 2,100円 

スクリーン（大ホール） １幕 1,050円 

スクリーン（大ホール以外） １幕 320円 

ＤＶＤプレーヤー １台 530円 

プロジェクター １台 530円 

オーバーヘッドカメラ １台 530円 

スライド映写機 １台 530円 

コンセント１ｋｗ １口 100円 

備考 使用料の単位は、９時から13時まで、13時から18時まで及び18時から22時までそ

れぞれの区分を１単位とする。 
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別表第２ １ 冷暖房設備の表を次のように改める。 

区分 単位 金額 

大ホール １時間 2,100円

多目的ホール １ １時間 470円

２ １時間 470円

リハーサル室 １時間 420円

楽屋（洋室） １時間 210円

楽屋（和室） １時間 210円

楽屋事務室 １時間 100円

研修室 １ １時間 210円

２ １時間 210円

和室 １ １時間 210円

２ １時間 210円

視聴覚室 １時間 420円

会議室 １時間 210円

市民ギャラリー １時間 530円

備考 使用時間が１時間未満であるとき、又は使用時間に１時間未満の端数があるとき

は、その使用時間又はその端数時間は、１時間として計算する。 

様式第６号を次のように改める。 

（次のよう 別紙） 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市有明文化会館の管理運営に関する規則の規定は、この 

規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日ま 

でに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。 
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令和元年８月６日提出 

                      島原市教育委員会 

教育長  森本 和孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 消費税及び地方消費税の税率改正に伴う料金改定及び所要の整備を図るため、この規則

を改正しようとするものである。 
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（別紙） 

 

様式第６号（第９条関係） 

 

島原市有明文化会館使用料減免申請書 

 

年  月  日   

 

   島原市教育委員会 様 

 
申 
請 

者 

住 所  

 団 体 名  

 代表者名  

 電話番号  

島原市有明文化会館の管理運営に関する規則第９条の規定に基づき、使用料の減免を申請します。 

使 用 日 時 
年  月  日  時  分から
年  月  日  時  分まで

（  時間） 

使用する施設 

大ホール  楽屋（１・２）  リハーサル室  視聴覚室 

研修室（１・２）  多目的ホール（１・２）  和室（１・２） 

会議室  市民ギャラリー 

使用する設備 設備（冷暖房 照明 音響 舞台大道具） 

使 用 目 的  

減 免 の 理 由 
使用料減免 １ ２ ３ 号該当 
 
設備減免 

共 催 者 名  

後 援 者 名  

 

減 免 の 可 否 可・否 承 認 年 月 日 年  月  日 

減 免 金 額 等 
納付すべき額 減 免 額 減 免 後 の 額 備 考 

    

※ 太線の枠内だけ記入して下さい。 
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第
５

５
号

議
案

関
係

 

島
原

市
有

明
文

化
会

館
の

管
理

運
営

に
関

す
る

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

（
案

）
新

旧
対

照
表

 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

島
原

市
有

明
文

化
会

館
の

管
理

運
営

に
関

す
る

規
則

 
島

原
市

有
明

文
化

会
館

の
管

理
運

営
に

関
す

る
規

則
 

 

（
使

用
の

許
可

）
 

（
使

用
の

許
可

）
 

【
第

４
条

第
２

項
の

内
容

】
 

 
 

使
用

許
可

の
優

先
順

を
 

規
定

し
た

も
の

。
 

【
改

正
内

容
】

 

 
申

請
が

競
合

し
た

場
合

 

の
対

応
に

つ
い

て
明

確
に

 

す
る

た
め

の
改

正
。

 

第
４

条
 

委
員

会
は

、
前

条
に

よ
り

提
出

さ
れ

た
申

請
書

に
つ

い
て

適
当

 

と
認

め
た

と
き

は
、

島
原

市
有

明
文

化
会

館
使

用
許

可
書

（
様

式
第

２
 

号
。
以

下
「

使
用

許
可

書
」
と

い
う

。
）
を

当
該

申
請

者
に

交
付

す
る

。

第
４

条
 

委
員

会
は

、
前

条
に

よ
り

提
出

さ
れ

た
申

請
書

に
つ

い
て

適
当

 
と

認
め

た
と

き
は

、
島

原
市

有
明

文
化

会
館

使
用

許
可

書
（

様
式

第
２

 
号

。
以

下
「

使
用

許
可

書
」
と

い
う

。
）
を

当
該

申
請

者
に

交
付

す
る

。

２
 

前
項
の
使
用
許

可
は
、
申
請
の
順
序
に
よ
り
行
い

、
２
以
上
の
申
請
が
同

じ
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
協
議
又
は
抽
選
に
よ
り
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ

し
、

委
員

会
が

公
益

上
特

に
必

要
と

認
め

る
と

き
は

こ
の

限
り

で
 

は
な

い
。

 

２
 

前
項

の
使

用
許

可
は

、
申

請
書

提
出

順
に

よ
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
。

 

た
だ

し
、

委
員

会
が

公
益

上
特

に
必

要
と

認
め

る
と

き
は

こ
の

限
り

で
 

は
な

い
。

 

３
 

略
 

３
 

略
 

 【
別

表
第

１
の

内
容

】
 

各
設

備
の

１
区

分
あ

た
 

り
の

使
用

料
を

規
定

し
た

 

も
の

。
 

【
改

正
内

容
】

 

消
費

税
及

び
地

方
消

費
 

税
の

税
率

改
正

に
伴

い
使

 

用
料

を
改

定
す

る
も

の
。

 

 

別
表

第
１

（
第

８
条

関
係

）
 

別
表

第
１

（
第

８
条

関
係

）
 

 

区
分

 
器

具
名

 
単

位
 使

用
料

（
１

区

分
に

つ

き
）

 

備
考

 

 
 

区
分

 
器

具
名

 
単

位
 

使
用

料

（
１

区

分
に

つ

き
）

 

備
考

 

 

 
舞

台

設
備

 平
台

 

 
 
 
 
 

 
 

舞
台

設
備

 

平
台

 

 
円
 

 

 
一

式
 
1
,
5
7
0
円

1
5
台

以
上

の

場
合

 

 
 

一
式

 
1
,
5
4
0
 

1
5
台

以
上

の

場
合

 

 

 
１

台
 

1
0
0
円

1
5
台

未
満

の

場
合

 

 
 

１
台

 
1
0
0
 

1
5
台

未
満

の

場
合

 

 

 
金

屏
風

 
１

双
 
1
,
5
7
0
円
 

 
 

金
屏

風
 

１
双

 
1
,
5
4
0
 
 

 

 
緋

毛
せ

ん
 

１
枚

 
1
0
0
円
 

 
 

緋
毛

せ
ん

 
１

枚
 

1
0
0
 
 

 
 

 
吊

り
ジ

ョ
ー

ゼ
ッ

ト
 

一
式

 
1
,
5
7
0
円
 

 
 

吊
り

ジ
ョ

ー
ゼ

ッ
ト

 
一

式
 
1
,
5
4
0
 
 

 
 

 
上

敷
 

１
枚

 
1
0
0
円
 

 
 

上
敷

 
１

枚
 

1
0
0
 
 

 
 

 
指

揮
台

 
一

式
 

2
1
0
円

譜
面

台
付

き
 
 

 
指

揮
台

 
一

式
 

2
1
0
 

譜
面

台
付

き
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改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

 
譜

面
台

 
１

台
 

5
0
円
 

 
 

譜
面

台
 

１
台

 
5
0
 
 

 
 

 
演

台
 

一
式

 
5
3
0
円

花
台

付
き

 
 

 
演

台
 

一
式

 
5
2
0
 

花
台

付
き

 
 

 

 
音

響
反

響
板

 
一

式
 
4
,
1
9
0
円

天
井

ラ
イ

ト

付
 

 
 

音
響

反
響

板
 

一
式

 
4
,
1
1
0
 

天
井

ラ
イ

ト

付
 

 
 

 
賞

状
盆

 
１

個
 

5
0
円
 

 
 

賞
状

盆
 

１
個

 
5
0
 
 

 
 

 
司

会
台

 
１

台
 

1
0
0
円
 

 
 

司
会

台
 

１
台

 
1
0
0
 
 

 
 

 
照

明

設
備

 （
大

ホ
ー

ル
）

 
 

 
照

明

設
備

 

（
大

ホ
ー

ル
）

 
 

 

 
調

光
操

作
装

置
 

一
式

 
2
,
6
5
0
円
 

 
 

調
光

操
作

装
置

 
一

式
 
2
,
6
0
0
 
 

 
 

 
第

１
ボ

ー
ダ

ー
ラ

イ
ト

 
一

式
 

－
大

ホ
ー

ル
料

金
に

含
む

。
 

 
 

第
１

ボ
ー

ダ
ー

ラ
イ

ト
 

一
式

 
－

大
ホ

ー
ル

料

金
に

含
む

。
  

 

 
第

２
ボ

ー
ダ

ー
ラ

イ
ト

 
一

式
 

5
3
0
円
 

 
 

第
２

ボ
ー

ダ
ー

ラ
イ

ト
 

一
式

 
5
2
0
 
 

 
 

 
ス

ポ
ッ

ト
ラ

イ
ト

１
ｋ

ｗ
 

１
台

 
2
1
0
円
 

 
 

ス
ポ

ッ
ト

ラ
イ

ト
１

ｋ

ｗ
 

１
台

 
2
1
0
 
 

 
 

 
ス

ポ
ッ

ト
ラ

イ
ト

5
0
0
ｗ

 
１

台
 

1
0
0
円
 

 
 

ス
ポ

ッ
ト

ラ
イ

ト
5
0
0
ｗ

 
１

台
 

1
0
0
 
 

 
 

 
シ

ー
リ

ン
グ

ラ
イ

ト
 

一
式

 
3
,
1
5
0
円
 

 
 

シ
ー

リ
ン

グ
ラ

イ
ト

 
一

式
 
3
,
0
9
0
 
 

 
 

 
サ

イ
ド

フ
ロ

ン
ト

ラ
イ

ト
 

一
式

 
3
,
1
5
0
円
 

 
 

サ
イ

ド
フ

ロ
ン

ト
ラ

イ

ト
 

一
式

 
3
,
0
9
0
 
 

 
 

 
ア

ッ
パ

ー
ホ

リ
ゾ

ン
ト

ラ
イ

ト
 

一
式

 
1
,
0
5
0
円
 

 
 

ア
ッ

パ
ー

ホ
リ

ゾ
ン

ト

ラ
イ

ト
 

一
式

 
1
,
0
3
0
 
 

 
 

 
ロ

ア
ー

ホ
リ

ゾ
ン

ト
ラ

イ
ト

 

一
式

 
1
,
0
5
0
円
 

 
 

ロ
ア

ー
ホ

リ
ゾ

ン
ト

ラ

イ
ト

 

一
式

 
1
,
0
3
0
 
 

 
 

 
セ

ン
タ

ー
ピ

ン
ス

ポ
ッ

ト
 

１
台

 
1
,
0
5
0
円
 

 
 

セ
ン

タ
ー

ピ
ン

ス
ポ

ッ

ト
 

１
台

 
1
,
0
3
0
 
 

 
 

 
エ

フ
ェ

ク
ト

マ
シ

ン
 

１
台

 
1
,
0
5
0
円
 

 
 

エ
フ

ェ
ク

ト
マ

シ
ン

 
１

台
 
1
,
0
3
0
 
 

 
 

 
デ

ー
タ

フ
ラ

ッ
シ

ュ
 

１
台

 
8
4
0
円
 

 
 

デ
ー

タ
フ

ラ
ッ

シ
ュ

 
１

台
 

8
2
0
 
 

 
 

 
エ

リ
ス

ポ
ッ

ト
 

１
台

 
4
2
0
円
 

 
 

エ
リ

ス
ポ

ッ
ト

 
１

台
 

4
1
0
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改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

 
ミ

ラ
ー

ボ
ー

ル
 

１
台

 
8
4
0
円
 

 
 

ミ
ラ

ー
ボ

ー
ル

 
１

台
 

8
2
0
 
 

 
 

 
カ

ラ
ー

フ
ィ

ル
タ

ー
 

１
枚

 
5
5
0
円
 

 
 

カ
ラ

ー
フ

ィ
ル

タ
ー

 
１

枚
 

5
4
0
 
 

 
 

 
（

多
目

的
ホ

ー
ル

）
 

 
 

（
多

目
的

ホ
ー

ル
）

 
 

 

 
調

光
操

作
装

置
 

一
式

 
1
,
6
5
0
円
 

 
 

調
光

操
作

装
置

 
一

式
 
1
,
6
2
0
 
 

 
 

 
ボ

ー
ダ

ー
ラ

イ
ト

 
一

式
 

5
3
0
円
 

 
 

ボ
ー

ダ
ー

ラ
イ

ト
 

一
式

 
5
2
0
 
 

 
 

 
ア

ッ
パ

ー
ホ

リ
ゾ

ン
ト

ラ
イ

ト
 

一
式

 
5
3
0
円
 

 
 

ア
ッ

パ
ー

ホ
リ

ゾ
ン

ト

ラ
イ

ト
 

一
式

 
5
2
0
 
 

 
 

 
シ

ー
リ

ン
グ

ラ
イ

ト
［

天

井
ラ

イ
ト

］
 

一
式

 
3
2
0
円

多
目

的
１

・
 

２
そ

れ
ぞ

れ

3
2
0
円

 

 
 

シ
ー

リ
ン

グ
ラ

イ
ト
［

天

井
ラ

イ
ト

］
 

一
式

 
3
1
0
 

多
目

的
１

・

２
そ

れ
ぞ

れ

3
1
0
円

 

 
 

 
音

響

設
備

 音
響

拡
声

装
置
（

大
ホ

ー

ル
）

 

一
式

 
2
,
6
2
0
円
 

 
 

音
響

設
備

 

音
響

拡
声

装
置
（

大
ホ

ー

ル
）

 

一
式

 
2
,
5
7
0
 
 

 
 

 
音

響
拡

声
装

置
（

多
目

的

ホ
ー

ル
）

 

一
式

 
1
,
5
7
0
円
 

 
 

音
響

拡
声

装
置
（

多
目

的

ホ
ー

ル
）

 

一
式

 
1
,
5
4
0
 
 

 
 

 
ミ

キ
シ

ン
グ

ア
ン

プ
 

 

 
 

 
 

一
式

 
5
3
0
円
 

 
 

ミ
キ

シ
ン

グ
ア

ン
プ

シ

ス
テ

ム
 

一
式

 
5
2
0
 
 

 
 

 
コ

ン
デ

ン
サ

ー
マ

イ
ク

 

 
 

 
 

１
本

 
4
2
0
円
 

 
 

コ
ン

デ
ン

サ
ー

マ
イ

ク

ロ
ホ

ン
 

１
本

 
4
1
0
 
 

 
 

 
ダ

イ
ナ

ミ
ッ

ク
マ

イ
ク

 

 
 

 
 

１
本

 
2
1
0
円
 

 
 

ダ
イ

ナ
ミ

ッ
ク

マ
イ

ク

ロ
ホ

ン
 

１
本

 
2
1
0
 
 

 
 

 
ワ

イ
ヤ

レ
ス

マ
イ

ク
 

 

 
 

 

１
本

 
5
3
0
円
 

 
 

ワ
イ

ヤ
レ

ス
マ

イ
ク

ロ

ホ
ン

 

１
本

 
5
2
0
 
 

 
 

 
移

動
型

ス
ピ

ー
カ

ー
大

 
１

台
 

5
3
0
円
 

 
 

移
動

型
ス

ピ
ー

カ
ー

大
 

１
台

 
5
2
0
 
 

 
 

 
移

動
型

ス
ピ

ー
カ

ー
小

 
１

台
 

3
2
0
円
 

 
 

移
動

型
ス

ピ
ー

カ
ー

小
 

１
台

 
3
1
0
 
 

 
 

 
Ｃ

Ｄ
プ

レ
ー

ヤ
ー

 
１

台
 

5
3
0
円
 

 
 

Ｃ
Ｄ

プ
レ

ー
ヤ

ー
 

１
台

 
5
2
0
 
 

 
 

 
Ｍ

Ｄ
デ

ッ
キ

 
１

台
 

5
3
0
円
 

 
 

Ｍ
Ｄ

デ
ッ

キ
 

１
台

 
5
2
0
 
 

 
 

 
カ

セ
ッ

ト
デ

ッ
キ

 
１

台
 

5
3
0
円
 

 
 

カ
セ

ッ
ト

デ
ッ

キ
 

１
台

 
5
2
0
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改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

 
エ

フ
ェ

ク
タ

ー
（

リ
バ

ー

ブ
他

）
 

１
台

 
5
3
0
円
 

 
 

エ
フ

ェ
ク

タ
ー
（

リ
バ

ー

ブ
他

）
 

１
台

 
5
2
0
 
 

 
 

 
マ

イ
ク

ス
タ

ン
ド

 
１

本
 

1
0
0
円
 

 
 

マ
イ

ク
ス

タ
ン

ド
 

１
本

 
1
0
0
 
 

 
 

 
販

売

行
為

 市
民

ギ
ャ

ラ
リ

ー
 

１
回

 
1
,
5
4
0
円

7
7
0
円

催
物

と
直

接

関
係

あ
る

物

品
の

販
売

に

つ
い

て
は

使

用
料

を
徴

収

し
な

い
。

 

（
催

物
が

営

利
の

場
合

に

限
る

。
）

 

営
利

又
は

営

業
の

宣
伝

に

類
し

な
い

場

合
の

使
用

料

に
つ

い
て

 

は
、

各
使

用
 

料
の

欄
の

下

段
の

額
と

す

る
。

 

 
 

販
売

行
為

 

市
民

ギ
ャ

ラ
リ

ー
 

１
回

 
1
,
5
1
0
 

7
5
5
 

催
物

と
直

接

関
係

あ
る

物

品
の

販
売

に

つ
い

て
は

使

用
料

を
徴

収

し
な

い
。

（
催

物
が

営

利
の

場
合

に

限
る

。
）

 

営
利

又
は

営

業
の

宣
伝

に

類
し

な
い

場

合
の

使
用

料

に
つ

い
て

は
、

各
使

用

料
の

欄
の

下

段
の

額
と

す

る
。

 

 
 

 
ホ

ワ
イ

エ
 

１
回

 
7
6
0
円

3
8
0
円

 
 

ホ
ワ

イ
エ

 
１

回
 

7
5
0
 

3
7
5
 

 
 

 
屋

外
敷

地
 

１
回

 
1
,
5
4
0
円

7
7
0
円

 
 

屋
外

敷
地

 
１

回
 
1
,
5
1
0
 

7
5
5
 

 
 

 
そ

の

他
 

グ
ラ

ン
ド

ピ
ア

ノ
大
（

Ｃ

Ｆ
―

Ⅲ
）

 

１
台

 
3
,
1
5
0
円
 

 
 

そ
の

他
 

グ
ラ

ン
ド

ピ
ア

ノ
大
（

Ｃ

Ｆ
―

Ⅲ
）

 

１
台

 
3
,
0
9
0
 
 

 
 

 
グ

ラ
ン

ド
ピ

ア
ノ

小
（

Ｓ

―
６

）
 

１
台

 
1
,
0
5
0
円
 

 
 

グ
ラ

ン
ド

ピ
ア

ノ
小
（

Ｓ

―
６

）
 

１
台

 
1
,
0
3
0
 
 

 
 

 
展

示
パ

ネ
ル

 
１

枚
 

5
0
円
 

 
 

展
示

パ
ネ

ル
 

１
枚

 
5
0
 
 

 
 

 
1
6
㎜

映
写

機
（

大
ホ

ー
一

式
 
2
,
1
0
0
円
 

 
 

1
6
㎜

映
写

機
（

大
ホ

ー
一

式
 
2
,
0
6
0
 
 

 
 

48



 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

ル
）

 
ル

）
 

 
ス

ク
リ

ー
ン

（
大

ホ
ー

ル
）

 

１
幕

 
1
,
0
5
0
円
 

 
 

ス
ク

リ
ー

ン
（

大
ホ

ー

ル
）

 

１
幕

 
1
,
0
3
0
 
 

 
 

 
ス

ク
リ

ー
ン
（

大
ホ

ー
ル

以
外

）
 

１
幕

 
3
2
0
円
 

 
 

ス
ク

リ
ー

ン
（

大
ホ

ー
ル

以
外

）
 

１
幕

 
3
1
0
 
 

 
 

 
Ｄ

Ｖ
Ｄ

プ
レ

ー
ヤ

ー
 

１
台

 
5
3
0
円
 

 
 

Ｄ
Ｖ

Ｄ
プ

レ
ー

ヤ
ー

 
１

台
 

5
2
0
 
 

 
 

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

 
１

台
 

5
3
0
円
 

 
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

ー
 

１
台

 
5
2
0
 
 

 
 

 
オ

ー
バ

ー
ヘ

ッ
ド

カ
メ

ラ
 

１
台

 
5
3
0
円
 

 
 

オ
ー

バ
ー

ヘ
ッ

ド
カ

メ

ラ
 

１
台

 
5
2
0
 
 

 
 

 
ス

ラ
イ

ド
映

写
機

 
１

台
 

5
3
0
円
 

 
 

ス
ラ

イ
ド

映
写

機
 

１
台

 
5
2
0
 
 

 
 

 
コ

ン
セ

ン
ト

１
ｋ

ｗ
 

１
口

 
1
0
0
円
 

 
 

コ
ン

セ
ン

ト
１

ｋ
ｗ

 
１

口
 

1
0
0
 
 

 
 

 
備

考
 

使
用

料
の

単
位

は
、

９
時

か
ら

1
3
時

ま
で

、
1
3
時

か
ら

1
8
時

ま
で

及
び

1
8
時

か
ら

2
2
時

ま
で

そ
れ

ぞ
れ

の
区

分
 

を
１

単
位

と
す

る
。

 

 
 

備
考

 
使

用
料

の
単

位
は

、
９

時
か

ら
1
3
時

ま
で

、
1
3
時

か
ら

1
8
時

ま
で

及
び

1
8
時

か
ら

2
2
時

ま
で

そ
れ

ぞ
れ

の
区

分
 

を
１

単
位

と
す

る
。

 

 
 

別
表

第
２

（
第

８
条

関
係

）
 

別
表

第
２

（
第

８
条

関
係

）
 

【
別

表
第

２
の

内
容

】
 

各
室

ご
と

の
１

時
間

あ
 

た
り

の
冷

暖
房

設
備

の
料

 

金
を

規
定

し
た

も
の

。
 

【
改

正
内

容
】

 

消
費

税
及

び
地

方
消

費
 

税
の

税
率

改
正

に
伴

い
冷

 

暖
房

設
備

の
料

金
を

改
定

 

す
る

も
の

。
 

 

１
 

冷
暖

房
設

備
 

１
 

冷
暖

房
設

備
 

 
区

分
 

単
位

 
金

額
 

 
 

区
分

 
単

位
 

金
額

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

円
 

 
大

ホ
ー

ル
 

１
時

間
 

2
,
1
0
0
円

 
 

 
ホ

ー
ル

 
１

時
間

 
2
,
0
6
0
 

 

 
多

目
的

ホ
 

１
 

１
時

間
 

4
7
0
円

 
 

多
目

的
 
１

 
１

時
間

 
4
6
0
 

 

 
ー

ル
 

２
 

１
時

間
 

4
7
0
円

 
 

ホ
ー

ル
 
２

 
１

時
間

 
4
6
0
 

 

 
リ

ハ
ー

サ
ル

室
 

１
時

間
 

4
2
0
円

 
 

リ
ハ

ー
サ

ル
室

 
１

時
間

 
4
1
0
 

 

 
楽

屋
（

洋
室

）
 

１
時

間
 

2
1
0
円

 
 

楽
屋

（
洋

室
）

 
１

時
間

 
2
1
0
 

 

 
楽

屋
（

和
室

）
 

１
時

間
 

2
1
0
円

 
 

楽
屋

（
和

室
）

 
１

時
間

 
2
1
0
 

 

 
楽

屋
事

務
室

 
１

時
間

 
1
0
0
円

 
 

楽
屋

事
務

室
 

１
時

間
 

1
0
0
 

 
 

 
研

修
室

 
１

 
１

時
間

 
2
1
0
円

 
 

研
修

室
 
１

 
１

時
間

 
2
1
0
 

 
 

 
 

２
 

１
時

間
 

2
1
0
円

 
 

 
２

 
１

時
間

 
2
1
0
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改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

 
和

室
 

１
 

１
時

間
 

2
1
0
円

 
 

和
室

 
１

 
１

時
間

 
2
1
0
 

 
 

 
 

２
 

１
時

間
 

2
1
0
円

 
 

 
２

 
１

時
間

 
2
1
0
 

 
 

 
視

聴
覚

室
 

１
時

間
 

4
2
0
円

 
 

視
聴

覚
室

 
１

時
間

 
4
1
0
 

 
 

 
会

議
室

 
１

時
間

 
2
1
0
円

 
 

会
議

室
 

１
時

間
 

2
1
0
 

 
 

 
市

民
ギ

ャ
ラ

リ
ー

 
１

時
間

 
5
3
0
円

 
 

市
民

ギ
ャ

ラ
リ

ー
 

１
時

間
 

5
2
0
 

 
 

 
備

考
 

使
用

時
間

が
１

時
間

未
満

で
あ

る
と

き
、

又
は

使
用

時

間
に

１
時

間
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
使

用
時

間
又

は
そ

の
端

数
時

間
は

、
１

時
間

と
し

て
計

算
す

る
。

  
 

備
考

 
使

用
時

間
が

１
時

間
未

満
で

あ
る

と
き

、
又

は
使

用
時

間
に

１
時

間
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
使

用
時

間
又

は
そ

の
端

数
時

間
は

、
１

時
間

と
し

て
計

算
す

る
。
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改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

様
式

第
６

号
（

第
９

条
関

係
）

 

 

 

様
式

第
６

号
（

第
９

条
関

係
）

 

 

 
 

 

【
様

式
第

６
号

の
内

容
】

 

使
用

料
の

減
免

申
請

の
 

様
式

。
 

【
改

正
内

容
】

 

別
表

第
３

の
減

免
規

定
 

の
項

番
号

と
の

整
合

性
を

 

図
る

た
め

の
改

正
。
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第５６号議案 

 

   島原復興アリーナ条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原復興アリーナ条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

 品名 単位 使用料 附記 

メインア

リーナ 

仮設ステージ １台 １回 550円最大12台 

可動席 １式 １回 3,300円 

演台 １台 １回 330円花台含む 

放送設備 １式 １回 1,100円電気代１時間1,250円 

照明器具（ステージ用） １式 １回 1,100円 

移動式電光得点表示板 １式 １回 330円１式はコート１面分 

会議用テーブル １脚 １回 40円 

椅子 １脚 １回 20円 

フロアシート １枚 １回 50円 

吊り幕 １枚 １回 50円 

吊りバトン １本 １回 330円 

販売行為 １㎡ 100円 

持込器具（１ｋｗ時間） ｋｗ 210円 

移動式放送設備 １式 １回 550円 

ＤＶＤ付液晶プロジェクター １式 １回 2,200円小型スクリーンを含む 

ＤＶＤデッキ １式 １回 550円 

大型スクリーン １式 １回 1,100円 

コートベンチ １台 50円 

テント １張 １回 550円 

ハンドマイク（大） １本 １回 330円 
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ハンドマイク（小） １本 １回 220円 

サブアリ

ーナ 

可動ステージ １式 １回 3,300円幕類含む 

可動席 １式 １回 5,500円 

演台 １台 １回 330円花台含む 

舞台備品 １式 １回 2,200円 

放送設備 １式 １回 1,100円電気代１時間420円 

照明器具 １式 １回 1,100円 

会議用テーブル １脚 １回 40円 

椅子 １脚 １回 20円 

フロアシート １枚 １回 50円 

展示パネル １枚 １回 50円ベース、ポール含む 

ＤＶＤ付液晶プロジェクター １式 １回 2,200円小型スクリーンを含む 

中型スクリーン １式 １回 550円 

小型スクリーン １式 １回 330円 

ピアノ １台 １回 1,100円 

音響器具 １式 １回 1,100円 

競技場照明設備 

点灯パターン 点灯数 単位 使用料 附記 

アリーナ全面 全点灯 １時間 1,680円 

２／３点灯 １時間 1,250円 

１／３点灯 １時間 770円 

アリーナ２／３面 全点灯 １時間 1,170円 

２／３点灯 １時間 890円 

１／３点灯 １時間 550円 

アリーナ１／３面 全点灯 １時間 500円 

２／３点灯 １時間 390円 

１／３点灯 １時間 230円 

アリーナ１／２面 全点灯 １時間 840円 

２／３点灯 １時間 630円 
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１／３点灯 １時間 390円 

サブアリーナ 全点灯 １時間 490円 

１／２点灯 １時間 250円 

冷暖房設備 

諸室名 単位 使用料 附記 

アリーナ アリーナ＋観客席 １時間 8,800円 

サブアリーナ  １時間 1,680円 

音楽室  １時間 120円 

視聴覚室  １時間 120円 

研修室 １室 １時間 60円研修室１・２・３ 

会議室 １室 １時間 60円会議室１・２ 

備考 この料金表に規定していないものの使用料については、その実費を基準として委員会が定

めた額を徴収する。 

別表第２中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市

内の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改め

る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原復興アリーナ条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使

用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使

用料等については、なお従前の例による。 

 

 

  令和元年８月６日 

 

島原市教育委員会 
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教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 
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第
５

６
号

議
案

関
係

 

島
原

復
興

ア
リ

ー
ナ

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

（
案

）
新

旧
対

照
表

 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

別
表

第
１

（
第

４
条

関
係

）
 

別
表

第
１

（
第

４
条

関
係

）
 

 

 
 

品
名

 
単

位
 

使
用

料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
記

 

 
 

 

品
名

 
単

位
 

使
用

料
 

〔
利

用

料
金

〕
 

附
記

 

 
【

別
表

の
内

容
】

 

区
分

ご
と

の
使

用
料

を
規

定
し

た

も
の

。
 

【
別

表
の

改
正

内
容

】
 

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
税

率

改
正

に
伴

い
使

用
料

を
改

正
す

る
も

の
。

 

ま
た

、
減

免
す

る
場

合
の

文
言

の

整
理

を
行

う
も

の
。

 

 
メ

イ

ン
ア

リ
ー

ナ
 

仮
設

ス
テ

ー
ジ

 
１

台
 

１
回

 

5
5
0
円

最
大

1
2
台

 
 

 
メ

イ

ン
ア

リ
ー

ナ
 

仮
設

ス
テ

ー
ジ

 
１

台
 

１
回

 

5
4
0
円

最
大

1
2
台

 
 

 
可

動
席

 
１

式
 

１
回

 

3
,
3
0
0
円
 

 
 

可
動

席
 

１
式

 

１
回

 

3
,
2
4
0
円
 

 

 
演

台
 

１
台

 

１
回

 

3
3
0
円

花
台

含
む

 
 

 
演

台
 

１
台

 

１
回

 

3
2
0
円

花
台

含
む

 
 

 
放

送
設

備
 

１
式

 

１
回

 

1
,
1
0
0
円

電
気

代
１

時

間
1
,
2
5
0
円

 

 
 

放
送

設
備

 
１

式
 

１
回

 

1
,
0
8
0
円

電
気

代
１

時

間
1
,
2
3
0
円

 

 

 
照

明
器

具
（

ス
テ

ー
ジ

用
）

 

１
式

 

１
回

 

1
,
1
0
0
円
 

 
 

照
明

器
具

（
ス

テ

ー
ジ

用
）

 

１
式

 

１
回

 

1
,
0
8
0
円
 

 
 

 
移

動
式

電
光

得
点

表
示

板
 

１
式

 

１
回

 

3
3
0
円

１
式

は
コ

ー

ト
１

面
分

 

 
 

移
動

式
電

光
得

点

表
示

板
 

１
式

 

１
回

 

3
2
0
円

１
式

は
コ

ー

ト
１

面
分

 

 
 

 
会

議
用

テ
ー

ブ
ル

 １
脚

 

１
回

 

4
0
円
 

 
 

会
議

用
テ

ー
ブ

ル
 １

脚
 

１
回

 

4
0
円
 

 
 

 
椅

子
 

１
脚

 

１
回

 

2
0
円
 

 
 

椅
子

 
１

脚
 

１
回

 

2
0
円
 

 
 

 
フ

ロ
ア

シ
ー

ト
 

１
枚

 

１
回

 

5
0
円
 

 
 

フ
ロ

ア
シ

ー
ト

 
１

枚
 

１
回

 

5
0
円
 

 
 

 
吊

り
幕

 
１

枚
 

１
回

 

5
0
円
 

 
 

吊
り

幕
 

１
枚

 

１
回

 

5
0
円
 

 
 

 
吊

り
バ

ト
ン

 
１

本
 

3
3
0
円
 

 
 

吊
り

バ
ト

ン
 

１
本

 
3
2
0
円
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改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

１
回

 
１

回
 

 
販

売
行

為
 

１
㎡

 
1
0
0
円
 

 
 

販
売

行
為

 
１

㎡
 

1
0
0
円
 

 
 

 
持

込
器

具
（

１
ｋ

ｗ
時

間
）

 

ｋ
ｗ

 
2
1
0
円
 

 
 

持
込

器
具

（
１

ｋ

ｗ
時

間
）

 

ｋ
ｗ

 
2
1
0
円
 

 
 

 
移

動
式

放
送

設
備

 １
式

 

１
回

 

5
5
0
円
 

 
 

移
動

式
放

送
設

備
 １

式
 

１
回

 

5
4
0
円
 

 
 

 
Ｄ

Ｖ
Ｄ

付
液

晶
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

 

１
式

 

１
回

 

2
,
2
0
0
円

小
型

ス
ク

リ

ー
ン

を
含

む
 

 
 

Ｖ
Ｈ

Ｓ
ビ

デ
オ

付

液
晶

プ
ロ

ジ
ェ

ク

タ
ー

 

１
式

 

１
回

 

2
,
1
6
0
円

小
型

ス
ク

リ

ー
ン

を
含

む
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Ｖ
Ｈ

Ｓ
ビ

デ
オ

付

ワ
イ

ド
テ

レ
ビ

 

１
式

 

１
回

 

1
,
0
8
0
円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
型

ス
ラ

イ
ド

映

写
機

 

１
式

 

１
回

 

1
,
0
8
0
円

小
型

ス
ク

リ

ー
ン

を
含

む
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｏ
Ｈ

Ｐ
 

１
式

 

１
回

 

5
4
0
円

小
型

ス
ク

リ

ー
ン

を
含

む
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

デ
ジ

タ
ル

ビ
デ

オ

カ
メ

ラ
 

１
式

 

１
回

 

1
,
0
8
0
円
 

 
 

 
Ｄ

Ｖ
Ｄ

デ
ッ

キ
 

１
式

 

１
回

 

5
5
0
円
 

 
 

ビ
デ

オ
デ

ッ
キ

 
１

式
 

１
回

 

5
4
0
円
 

 
 

 
大

型
ス

ク
リ

ー
ン

 １
式

 

１
回

 

1
,
1
0
0
円
 

 
 

大
型

ス
ク

リ
ー

ン
 １

式
 

１
回

 

1
,
0
8
0
円
 

 
 

 
コ

ー
ト

ベ
ン

チ
 

１
台

 
5
0
円
 

 
 

コ
ー

ト
ベ

ン
チ

 
１

台
 

5
0
円
 

 
 

 
テ

ン
ト

 
１

張
 

１
回

 

5
5
0
円
 

 
 

テ
ン

ト
 

１
張

 

１
回

 

5
4
0
円
 

 
 

 
ハ

ン
ド

マ
イ

ク

（
大

）
 

１
本

 

１
回

 

3
3
0
円
 

 
 

ハ
ン

ド
マ

イ
ク

（
大

）
 

１
本

 

１
回

 

3
2
0
円
 

 
 

 
ハ

ン
ド

マ
イ

ク
１

本
 

2
2
0
円
 

 
 

ハ
ン

ド
マ

イ
ク

１
本

 
2
2
0
円
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改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

（
小

）
 

１
回

 
（

小
）

 
１

回
 

 
サ

ブ

ア
リ

ー
ナ

 

可
動

ス
テ

ー
ジ

 
１

式
 

１
回

 

3
,
3
0
0
円

幕
類

含
む

 
 

 
サ

ブ

ア
リ

ー
ナ

 

可
動

ス
テ

ー
ジ

 
１

式
 

１
回

 

3
,
2
4
0
円

幕
類

含
む

 
 

 

 
可

動
席

 
１

式
 

１
回

 

5
,
5
0
0
円
 

 
 

可
動

席
 

１
式

 

１
回

 

5
,
4
0
0
円
 

 
 

 
演

台
 

１
台

 

１
回

 

3
3
0
円

花
台

含
む

 
 

 
演

台
 

１
台

 

１
回

 

3
2
0
円

花
台

含
む

 
 

 

 
舞

台
備

品
 

１
式

 

１
回

 

2
,
2
0
0
円
 

 
 

舞
台

備
品

 
１

式
 

１
回

 

2
,
1
6
0
円
 

 
 

 
放

送
設

備
 

１
式

 

１
回

 

1
,
1
0
0
円

電
気

代
１

時

間
4
2
0
円

 

 
 

放
送

設
備

 
１

式
 

１
回

 

1
,
0
8
0
円

電
気

代
１

時

間
4
1
0
円

 

 
 

 
照

明
器

具
 

１
式

 

１
回

 

1
,
1
0
0
円
 

 
 

照
明

器
具

 
１

式
 

１
回

 

1
,
0
8
0
円
 

 
 

 
会

議
用

テ
ー

ブ
ル

 １
脚

 

１
回

 

4
0
円
 

 
 

会
議

用
テ

ー
ブ

ル
 １

脚
 

１
回

 

4
0
円
 

 
 

 
椅

子
 

１
脚

 

１
回

 

2
0
円
 

 
 

椅
子

 
１

脚
 

１
回

 

2
0
円
 

 
 

 
フ

ロ
ア

シ
ー

ト
 

１
枚

 

１
回

 

5
0
円
 

 
 

フ
ロ

ア
シ

ー
ト

 
１

枚
 

１
回

 

5
0
円
 

 
 

 
展

示
パ

ネ
ル

 
１

枚
 

１
回

 

5
0
円

ベ
ー

ス
、
ポ

ー

ル
含

む
 

 
 

展
示

パ
ネ

ル
 

１
枚

 

１
回

 

5
0
円

ベ
ー

ス
、
ポ

ー

ル
含

む
 

 
 

 
Ｄ

Ｖ
Ｄ

付
液

晶
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

 

１
式

 

１
回

 

2
,
2
0
0
円

小
型

ス
ク

リ

ー
ン

を
含

む
 

 
 

ビ
デ

オ
プ

ロ
ジ

ェ

ク
タ

ー
 

１
式

 

１
回

 

1
,
0
8
0
円

ス
ク

リ
ー

ン

付
き

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ス
ラ

イ
ド

映
写

機
 １

台
 

１
回

 

5
4
0
円

ス
ク

リ
ー

ン

付
き

 

 
 

 
中

型
ス

ク
リ

ー
ン

 １
式

 

１
回

 

5
5
0
円
 

 
 

中
型

ス
ク

リ
ー

ン
 １

式
 

１
回

 

5
4
0
円
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改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

 
小

型
ス

ク
リ

ー
ン

 １
式

 

１
回

 

3
3
0
円
 

 
 

小
型

ス
ク

リ
ー

ン
 １

式
 

１
回

 

3
2
0
円
 

 
 

 
ピ

ア
ノ

 
１

台
 

１
回

 

1
,
1
0
0
円
 

 
 

ピ
ア

ノ
 

１
台

 

１
回

 

1
,
0
8
0
円
 

 
 

 
移

動
式

放
送

設
備

(
大

)
 

１
式

 

１
回

 

1
,
1
0
0
円
 

 
 

音
響

器
具

 
１

式
 

１
回

 

1
,
0
8
0
円
 

 
 

競
技

場
照

明
設

備
 

競
技

場
照

明
設

備
 

 

 
点

灯
パ

タ
ー

ン
 

点
灯

数
 

単
位

 

使
用

料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
記

 

 
 

点
灯

パ
タ

ー

ン
 

点
灯

数
 

単
位

 

使
用

料
 

〔
利

用

料
金

〕
 

附
記

 

 
 

 
ア

リ
ー

ナ
全

面
 

全
点

灯
 

１
時

間
 

1
,
6
8
0
円
 

 
 

ア
リ

ー
ナ

全

面
 

全
点

灯
 

１
時

間
 

1
,
6
5
0
円
 

 
 

 
２

／
３

点
灯

 １
時

間
 

1
,
2
5
0
円
 

 
 

２
／

３
点

灯
 １

時
間

 
1
,
2
3
0
円
 

 
 

 
１

／
３

点
灯

 １
時

間
 

7
7
0
円
 

 
 

１
／

３
点

灯
 １

時
間

 
7
6
0
円
 

 
 

 
ア

リ
ー

ナ
２

／
３

面
 

全
点

灯
 

１
時

間
 

1
,
1
7
0
円
 

 
 

ア
リ

ー
ナ

２

／
３

面
 

全
点

灯
 

１
時

間
 

1
,
1
5
0
円
 

 
 

 
２

／
３

点
灯

 １
時

間
 

8
9
0
円
 

 
 

２
／

３
点

灯
 １

時
間

 
8
7
0
円
 

 
 

 
１

／
３

点
灯

 １
時

間
 

5
5
0
円
 

 
 

１
／

３
点

灯
 １

時
間

 
5
4
0
円
 

 
 

 
ア

リ
ー

ナ
１

／
３

面
 

全
点

灯
 

１
時

間
 

5
0
0
円
 

 
 

ア
リ

ー
ナ

１

／
３

面
 

全
点

灯
 

１
時

間
 

4
9
0
円
 

 
 

 
２

／
３

点
灯

 １
時

間
 

3
9
0
円
 

 
 

２
／

３
点

灯
 １

時
間

 
3
8
0
円
 

 
 

 
１

／
３

点
灯

 １
時

間
 

2
3
0
円
 

 
 

１
／

３
点

灯
 １

時
間

 
2
3
0
円
 

 
 

 
ア

リ
ー

ナ
１

／
２

面
 

全
点

灯
 

１
時

間
 

8
4
0
円
 

 
 

ア
リ

ー
ナ

１

／
２

面
 

全
点

灯
 

１
時

間
 

8
2
0
円
 

 
 

 
２

／
３

点
灯

 １
時

間
 

6
3
0
円
 

 
 

２
／

３
点

灯
 １

時
間

 
6
2
0
円
 

 
 

 
１

／
３

点
灯

 １
時

間
 

3
9
0
円
 

 
 

１
／

３
点

灯
 １

時
間

 
3
8
0
円
 

 
 

 
サ

ブ
ア

リ
ー

ナ
 

全
点

灯
 

１
時

間
 

4
9
0
円
 

 
 

サ
ブ

ア
リ

ー

ナ
 

全
点

灯
 

１
時

間
 

4
8
0
円
 

 
 

 
１

／
２

点
灯

 １
時

間
 

2
5
0
円
 

 
 

１
／

２
点

灯
 １

時
間

 
2
4
0
円
 

 
 

冷
暖

房
設

備
 

冷
暖

房
設

備
 

 

 
諸

室
名

 
単

位
 

使
用

料
 

附
記

 
 

 
諸

室
名

 
単

位
 

使
用

料
 

附
記
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改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

〔
利

用

料
金

〕
 

〔
利

用

料
金

〕
 

 
ア

リ
ー

ナ
 

ア
リ

ー
ナ

＋

観
客

席
 

１
時

間
 

8
,
8
0
0
円
 

 
 

ア
リ

ー
ナ

 
ア

リ
ー

ナ
＋

観
客

席
 

１
時

間
 

8
,
6
4
0
円
 

 
 

 
サ

ブ
ア

リ
ー

ナ
 

 
１

時
間

 
1
,
6
8
0
円
 

 
 

サ
ブ

ア
リ

ー

ナ
 

 
１

時
間

 
1
,
6
5
0
円
 

 
 

 
音

楽
室

 
 

１
時

間
 

1
2
0
円
 

 
 

音
楽

室
 

 
１

時
間

 
1
2
0
円
 

 
 

 
視

聴
覚

室
 

 
１

時
間

 
1
2
0
円
 

 
 

視
聴

覚
室

 
 

１
時

間
 

1
2
0
円
 

 
 

 
研

修
室

 
１

室
 

１
時

間
 

6
0
円

研
修

室

１
・
２
・
３

 
 

研
修

室
 

１
室

 
１

時
間

 
6
0
円

研
修

室

１
・
２
・
３

 
 

 
会

議
室

 
１

室
 

１
時

間
 

6
0
円

会
議

室

１
・

２
 

 
 

会
議

室
 

１
室

 
１

時
間

 
6
0
円

会
議

室

１
・

２
 

 
 

備
考

 
こ

の
料

金
表

に
規

定
し

て
い

な
い

も
の

の
使

用
料

に
つ

い

て
は

、
そ

の
実

費
を

基
準

と
し

て
委

員
会

が
定

め
た

額
を

徴
収

す
る

。
 

備
考

 
こ

の
料

金
表

に
規

定
し

て
い

な
い

も
の

の
使

用
料

に
つ

い

て
は

、
そ

の
実

費
を

基
準

と
し

て
委

員
会

が
定

め
た

額
を

徴
収

す
る

。
 

 

別
表

第
２

（
第

５
条

関
係

）
 

別
表

第
２

（
第

５
条

関
係

）
 

 

 
区 分

 

減
免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 
区 分

 

減
免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 

 
１

 1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
中

学
校

の
部

活
動

が
や

む
を

得
な

い

理
由

に
よ

り
学

校
施

設
を

使
用

で
き

な
い

た
め

使
用

す
る

場
合

 

カ
 

略
 

 
 

１
 1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
小

・
中

学
校

が
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

活

動
又

は
部

活
動

の
た

め
部

分
使

用
す

る
場

合
 

 
 

 
 

 
 

 

カ
 

略
 

 
 

 
２

 5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

ク
 

略
 

 
 

２
 5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

ク
 

略
 

 

 
 

 
３

 教
育

略
 

 
 

３
 教

育
略
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改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

委
員

会
が

定
め

る
率

 

委
員

会
が

定
め

る
率

 

備
考

 
 

備
考

 
 

 

１
・

２
 

略
 

１
・

２
 

略
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第５７号議案 

 

   島原市営平成町多目的広場条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原市営平成町多目的広場条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

品名 単位 使用料 附記 

移動式放送設備 １式１回 550円 

テント １張１回 550円 

ベンチ（椅子） １台 50円 

野外ステージ １式１回 5,500円 

椅子 １脚１回 20円 

テーブル １脚１回 40円 

別表第２中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市

内の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改め

る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市営平成町多目的広場条例施行規則の規定は、この規則施行の日

以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可

に係る使用料等については、なお従前の例による。 
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令和元年８月６日 

 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 
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第
５

７
号

議
案

関
係

 

島
原

市
営

平
成

町
多

目
的

広
場

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

（
案

）
新

旧
対

照
表

 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

別
表

第
１

（
第

４
条

関
係

）
 

別
表

第
１

（
第

４
条

関
係

）
 

 

 
品

名
 

単
位

 
使

用
料

 
 

附
記

 
 

 
品

名
 

単
位

 
使

用
料

金
 

附
記

 
 

【
別

表
の

内
容

】
 

区
分

ご
と

の
使

用
料

を
規

定
し

た

も
の

。
 

【
別

表
の

改
正

内
容

】
 

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
税

率

改
正

に
伴

い
使

用
料

を
改

正
す

る
も

の
。

 

 
ま

た
、

減
免

す
る

場
合

の
文

言
の

整
理

を
行

う
も

の
。

 

 
移

動
式

放
送

設
備

 １
式

１
回

 
5
5
0
円
 

 
 

移
動

式
放

送
設

備
 １

式
１

回
 

5
4
0
円
 

 

 
テ

ン
ト

 
１

張
１

回
 

5
5
0
円
 

 
 

テ
ン

ト
 

１
張

１
回

 
5
4
0
円
 

 

 
ベ

ン
チ

（
椅

子
）

 １
台

1
回

 
5
0
円
 

 
 

ベ
ン

チ
（

椅
子

）
 １

台
 

 
 

5
0
円
 

 

 
野

外
ス

テ
ー

ジ
 

１
式

１
回

 
5
,
5
0
0
円
 

 
 

野
外

ス
テ

ー
ジ

 
１

式
１

回
 

5
,
4
0
0
円
 

 

 
椅

子
 

１
脚

１
回

 
2
0
円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
テ

ー
ブ

ル
 

１
脚

１
回

 
4
0
円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

別
表

第
２

（
第

５
条

関
係

）
 

別
表

第
２

（
第

５
条

関
係

）
 

 
区

分
 減

免
率

 
減

免
す

る
場

合
 

 
 

区
分

 減
免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 
１

 
1
0
0
パ

ー
セ

ン

ト
 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
中

学
校

の
部

活
動

が
や

む
を

得

な
い

理
由

に
よ

り
学

校
施

設
を

使
用

で
き

な
い

た
め

使
用

す
る

場
合

 

カ
 

略
 

 
 

１
 

1
0
0
パ

ー
セ

ン

ト
 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
小
・
中

学
校

が
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

活
動

又
は

部
活

動
の

た
め

部
分

使
用

す
る

場
合

 
 

 
 

 
 

 
 

カ
 

略
 

 
  

 

 
２

 
5
0
パ

ー

セ
ン

ト
 ア

～
ク

 
略

 
 

 
２

 
5
0
パ

ー

セ
ン

ト
 ア

～
ク

 
略

 
 

 

 
３

 
教

育
委

員
会

が

定
め

る

率
 

略
 

 
 

３
 

教
育

委

員
会

が

定
め

る

率
 

略
 

 
 

備
考

 
備

考
 

 

１
・

２
 

略
 

１
・

２
 

略
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第５８号議案 

 

   島原市営平成町人工芝グラウンド条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原市営平成町人工芝グラウンド条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第７号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

品名 単位 使用料 

移動式放送設備 １式１回 550円

ベンチシート １台１回 1,050円

テント １張１回 550円

椅子(ベンチタイプ) １台１回 50円

椅子（パイプ椅子） １脚１回 20円

机（審判用机を除く。） １台１回 40円

トレーニング器具一式 １人１時間 210円

備考 この表に規定していないものの使用料については、教育委員会が別に定める。 

別表第２中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市

内の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改め

る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市営平成町人工芝グラウンド条例施行規則の規定は、この規則施

行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使

用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。 
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令和元年８月６日 

 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 
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第
５

８
号

議
案

関
係

 

島
原

市
平

成
町

人
工

芝
グ

ラ
ウ

ン
ド

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

（
案

）
新

旧
対

照
表

 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

別
表

第
１

（
第

４
条

関
係

）
 

別
表

第
１

（
第

４
条

関
係

）
 

 

 
品

名
 

単
位

 
使

用
料

 
 

 
品

名
 

単
位

 
使

用
料

 
 

【
別

表
の

内
容

】
 

区
分

ご
と

の
使

用
料

を
規

定
し

た

も
の

。
 

【
別

表
の

改
正

内
容

】
 

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
税

率

改
正

に
伴

い
使

用
料

を
改

正
す

る
も

の
。

 

 
ま

た
、

減
免

す
る

場
合

の
文

言
の

整
理

を
行

う
も

の
。

 

 
移

動
式

放
送

設
備

 
１

式
１

回
 

5
5
0
円

 
 

移
動

式
放

送
設

備
 

１
式

１
回

 
5
4
0
円

 

 
ベ

ン
チ

シ
ー

ト
 

１
台

１
回

 
1
,
0
5
0
円

 
 

ベ
ン

チ
シ

ー
ト

 
１

台
１

回
 

1
,
0
3
0
円

 

 
テ

ン
ト

 
１

張
１

回
 

5
5
0
円

 
 

テ
ン

ト
 

１
張

１
回

 
5
4
0
円

 

 
椅

子
(
ベ

ン
チ

タ
イ

プ
)
 

１
台

１
回

 
5
0
円

 
 

椅
子

(
ベ

ン
チ

タ
イ

プ
)
 

１
台

１
回

 
5
0
円

 

 
椅

子
（

パ
イ

プ
椅

子
）

１
脚

１
回

 
2
0
円

 
 

椅
子

（
パ

イ
プ

椅
子

）
１

脚
１

回
 

2
0
円

 

 
机

（
審

判
用

机
を

除

く
。

）
 

１
台

１
回

 
4
0
円

 
 

机
（

審
判

用
机

を
除

く
。

）
 

１
台

１
回

 
4
0
円

 

 
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
器

具

一
式

 

１
人

１
時

間
 

2
1
0
円

 
 

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

器
具

一
式

 

１
人

１
時

間
 

2
1
0
円

 

備
考

 
こ

の
表

に
規

定
し

て
い

な
い

も
の

の
使

用
料

に
つ

い
て

は
、

教
育

委
員

会
が

別
に

定
め

る
。

 

備
考

 
こ

の
表

に
規

定
し

て
い

な
い

も
の

の
使

用
料

に
つ

い
て

は
、

教
育

委
員

会
が

別
に

定
め

る
。

 

 

別
表

第
２

（
第

６
条

関
係

）
 

別
表

第
２

（
第

６
条

関
係

）
 

 

 
区 分

 

減
免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 
区 分

 

減
免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 

 
１

 
1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
中

学
校

の
部

活
動

が
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

学
校

施
設

を
使

用
で

き
な

い

た
め

使
用

す
る

場
合

 

カ
 

略
 

 
 

１
 
1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
小
・
中

学
校

が
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

活

動
又

は
部

活
動

の
た

め
部

分
使

用
す

る
場

合
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

カ
 

略
 

 
  

 
２

 
5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

略
 

 
 

２
 
5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

略
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改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

 
３

 
教

育

委
員

会
が

定
め

る
率

 

略
 

 
 

３
 
教

育

委
員

会
が

定
め

る
率

 

略
 

 
 

備
考

 
備

考
 

 

１
・

２
 

略
 

１
・

２
 

略
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第５９号議案 

 

   島原市霊丘公園体育館・弓道場条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原市霊丘公園体育館・弓道場条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第２８号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第10条関係） 

品名 単位 使用料 

放送設備 １式１日 1,100円

テント １台１日 550円

長机 １台１日 30円

いす １脚１日 10円

備考 １ 長机、いすの館外持ち出しは、10割増とする。 

２ この表に規定していないものの使用料については、教育委員会が別に定める。 

別表第２中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市

内の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改め

る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市霊丘公園体育館・弓道場条例施行規則の規定は、この規則施行

の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用

許可に係る使用料等については、なお従前の例による。 
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令和元年８月６日 

 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 
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第
５

９
号

議
案

関
係

 

島
原

市
霊

丘
公

園
体

育
館

・
弓

道
場

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

（
案

）
新

旧
対

照
表

 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

別
表

第
１

（
第

1
0
条

関
係

）
 

別
表

第
１

（
第

1
0
条

関
係

）
 

 

 
品

名
 

単
位

 
使

用
料

 
 

 
品

名
 

単
位

 
使

用
料

 
 

【
別

表
の

内
容

】
 

区
分

ご
と

の
使

用
料

を
規

定
し

た

も
の

。
 

【
別

表
の

改
正

内
容

】
 

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
税

率

改
正

に
伴

い
使

用
料

を
改

正
す

る
も

の
。

 

 
ま

た
、

減
免

す
る

場
合

の
文

言
の

整
理

を
行

う
も

の
。

 

 
放

送
設

備
 

１
式

１
日

 
1
,
1
0
0
円

 
 

放
送

設
備

 
１

式
１

日
 

1
,
0
8
0
円

 

 
テ

ン
ト

 
１

台
１

日
 

5
5
0
円

 
 

テ
ン

ト
 

１
台

１
日

 
5
4
0
円

 

 
長

机
 

１
台

１
日

 
3
0
円

 
 

長
机

 
１

台
１

日
 

3
0
円

 

 
い

す
 

１
脚

１
日

 
1
0
円

 
 

い
す

 
１

脚
１

日
 

1
0
円

 

備
考

 
１

 
長

机
、

い
す

の
館

外
持

ち
出

し
は

、
1
0
割

増
と

す
る

。

２
 

こ
の

表
に

規
定

し
て

い
な

い
も

の
の

使
用

料
に

つ
い

て
は

、
教

育
委

員
会

が
別

に
定

め
る

。
 

備
考

 
１

 
長

机
、

椅
子

の
館

外
持

ち
出

し
は

1
0
割

増
と

す
る

。
 

２
 

こ
の

表
に

規
定

し
て

い
な

い
も

の
の

使
用

料
に

つ
い

て
は

、
教

育
委

員
会

が
別

に
定

め
る

。
 

 
 

別
表

第
２

（
第

７
条

関
係

）
 

別
表

第
２

（
第

７
条

関
係

）
 

 
区

分
 減

免
率

 
減

免
す

る
場

合
 

 
 

区
分

 減
免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 

 
１

 
1
0
0
パ

ー
セ

ン

ト
 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
中

学
校

の
部

活
動

が
や

む
を

得

な
い

理
由

に
よ

り
学

校
施

設
を

使
用

で
き

な
い

た
め

使
用

す
る

場
合

 

カ
 

略
 

 
 

１
 

1
0
0
パ

ー
セ

ン

ト
 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
小
・
中

学
校

が
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

活
動

又
は

部
活

動
の

た
め

部
分

使
用

す
る

場
合

 
 

 
 

 
 

 
 

カ
 

略
 

 
  

 

 
２

 
5
0
パ

ー

セ
ン

ト
 略

 
 

 
２

 
5
0
パ

ー

セ
ン

ト
 略

 

 

 
 

 
３

 
教

育
委

員
会

が

定
め

る

率
 

略
 

 
 

３
 

教
育

委

員
会

が

定
め

る

率
 

略
 

 
 

備
考

 
備

考
 

 

１
・

２
 

略
 

１
・

２
 

略
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第６０号議案 

 

   島原市立有馬武道館条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原市立有馬武道館条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正

する。 

別表中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市内

の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市立有馬武道館条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の

使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る

使用料等については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

令和元年８月６日 

 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 
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第
６

０
号

議
案

関
係

 

島
原

市
立

有
馬

武
道

館
条

例
施

行
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
（

案
）

新
旧

対
照

表
 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

別
表

（
第

５
条

関
係

）
 

別
表

（
第

５
条

関
係

）
 

 

 
区

分
 減

免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 
区

分
 減

免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 

 
１

 
1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
中

学
校

の
部

活
動

が
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

学
校

施
設

を
使

用
で

き
な

い

た
め

使
用

す
る

場
合

 

カ
 

略
 

 
 

１
 

1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
小

・
中

学
校

が
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

活
動

又
は

部
活

動
の

た
め

部
分

使
用

す
る

場

合
 

 
 

 
 

 
 

 

カ
 

略
 

 
【

改
正

内
容

】
 

減
免

す
る

場
合

の
文

言
の

整
理

を

行
う

も
の

。
 

 
２

 
5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

略
 

 

 
 

２
 

5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

略
 

 

 
 

 
３

 
教

育

委
員

会
が

定
め

る
率

 

略
 

 
 

３
 

教
育

委
員

会
が

定
め

る
率

 

略
 

 
 

備
考

 
備

考
 

 

１
・

２
 

略
 

１
・

２
 

略
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第６１号議案 

 

   島原市立温水プール条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原市立温水プール条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正

する。 

別表中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市内

の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改め、

「の介護者が使用する場合において、提示者１名につき介護者１名」を削る。 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市立温水プール条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の

使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る

使用料等については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

令和元年８月６日 

 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 
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第
６

１
号

議
案

関
係

 

島
原

市
立

温
水

プ
ー

ル
条

例
施

行
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
（

案
）

新
旧

対
照

表
 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

別
表

（
第

５
条

関
係

）
 

別
表

（
第

５
条

関
係

）
 

 

 
区

分
 減

免
率

 
減

免
す

る
場

合
 

 
 

区
分

 減
免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 

 
１

 
1
0
0
パ

ー
セ

ン

ト
 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
中

学
校

の
部

活
動

が
や

む
を

得

な
い

理
由

に
よ

り
学

校
施

設
を

使
用

で
き

な
い

た
め

使
用

す
る

場
合

 

カ
 

略
 

キ
 

身
体

障
害

者
手

帳
、
療

育
手

帳
又

は
精

神

保
健

福
祉

手
帳

提
示

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
が

使
用

す
る

と
き

。
 

 
 

１
 

1
0
0
パ

ー
セ

ン

ト
 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
小
・
中

学
校

が
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

活
動

又
は

部
活

動
の

た
め

部
分

使
用

す
る

場
合

 
 

 
 

 
 

 
 

カ
 

略
 

キ
 

身
体

障
害

者
手

帳
、
療

育
手

帳
又

は
精

神

保
健

福
祉

手
帳

提
示

者
の

介
護

者
が

使
用

す
る

場
合

に
お

い
て

、
提

示
者

１
名

に
つ

き

介
護

者
１

名
が

使
用

す
る

と
き

。
 

 
【

改
正

内
容

】
 

減
免

す
る

場
合

の
文

言
の

整
理

を

行
う

も
の

。
 

 

 
２

 
5
0
パ

ー

セ
ン

ト
 略

 

 

 
 

２
 

5
0
パ

ー

セ
ン

ト
 略

 

 

 
 

 
３

 
教

育
委

員
会

が

定
め

る

率
 

略
 

 
 

３
 

教
育

委

員
会

が

定
め

る

率
 

略
 

 
 

備
考

 
備

考
 

 

１
・

２
 

略
 

１
・

２
 

略
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第６２号議案 

 

   島原市有明プール条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原市有明プール条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正

する。 

別表中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市内

の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改め、

「の介護者が使用する場合において、提示者１名につき介護者１名」を削る。 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市有明プール条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使

用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使

用料等については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

令和元年８月６日 

 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 
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第
６

２
号

議
案

関
係

 

島
原

市
有

明
プ

ー
ル

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

（
案

）
新

旧
対

照
表

 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

別
表

（
第

５
条

関
係

）
 

別
表

（
第

５
条

関
係

）
 

 

 
区

分
 減

免
率

 
減

免
す

る
場

合
 

 
 

区
分

 減
免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 

 
１

 
1
0
0
パ

ー
セ

ン

ト
 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
中

学
校

の
部

活
動

が
や

む
を

得

な
い

理
由

に
よ

り
学

校
施

設
を

使
用

で
き

な
い

た
め

使
用

す
る

場
合

 

カ
 

略
 

キ
 

身
体

障
害

者
手

帳
、
療

育
手

帳
又

は
精

神

保
健

福
祉

手
帳

提
示

者
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
が

使
用

す
る

と
き

。
 

 
 

１
 

1
0
0
パ

ー
セ

ン

ト
 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
小
・
中

学
校

が
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

活
動

又
は

部
活

動
の

た
め

部
分

使
用

す
る

場
合

 
 

 
 

 
 

 
 

 

カ
 

略
 

キ
 

身
体

障
害

者
手

帳
、
療

育
手

帳
又

は
精

神

保
健

福
祉

手
帳

提
示

者
の

介
護

者
が

使
用

す
る

場
合

に
お

い
て

、
提

示
者

１
名

に
つ

き

介
護

者
１

名
が

使
用

す
る

と
き

。
 

 
【

改
正

内
容

】
 

減
免

す
る

場
合

の
文

言
の

整
理

を
行

う
も

の
。

 

 

 
２

 
5
0
パ

ー

セ
ン

ト
 略

 

 

 
 

２
 

5
0
パ

ー

セ
ン

ト
 略

 

 

 
 

 
３

 
教

育
委

員
会

が

定
め

る

率
 

略
 

 
 

３
 

教
育

委

員
会

が

定
め

る

率
 

略
 

 
 

備
考

 
備

考
 

 

１
・

２
 

略
 

１
・

２
 

略
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第６３号議案 

 

   島原市営球場条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原市営球場条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

別表中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市内

の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市営球場条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許

可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料

等については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

令和元年８月６日 

 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 
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第
６

３
号

議
案

関
係

 

島
原

市
営

球
場

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

（
案

）
新

旧
対

照
表

 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

別
表

（
第

４
条

関
係

）
 

別
表

（
第

４
条

関
係

）
 

 

 
区

分
 減

免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 
区

分
 減

免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 

 
１

 
1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
中

学
校

の
部

活
動

が
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

学
校

施
設

を
使

用
で

き
な

い

た
め

使
用

す
る

場
合

 

カ
 

略
 

 
 

１
 

1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
小

・
中

学
校

が
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

活
動

又
は

部
活

動
の

た
め

部
分

使
用

す
る

場

合
 

 
 

 
 

 
 

 
 

カ
 

略
 

 
【

改
正

内
容

】
 

減
免

す
る

場
合

の
文

言
の

整
理

を

行
う

も
の

。
 

 

 
２

 
5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

略
 

 

 
 

２
 

5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

略
 

 

 
 

 
３

 
教

育

委
員

会
が

定
め

る
率

 

略
 

 
 

３
 

教
育

委
員

会
が

定
め

る
率

 

略
 

 
 

備
考

 
備

考
 

 

１
・

２
 

略
 

１
・

２
 

略
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第６４号議案 

 

   島原市営庭球場条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原市営庭球場条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第１２号）の一部を次のように改正す

る。 

別表中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市内

の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市営庭球場条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用

許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用

料等については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

令和元年８月６日 

 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 
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第
６

４
号

議
案

関
係

 

島
原

市
営

庭
球

場
条

例
施

行
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
（

案
）

新
旧

対
照

表
 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

別
表

（
第

４
条

関
係

）
 

別
表

（
第

４
条

関
係

）
 

 

 
区

分
 減

免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 
区

分
 減

免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 

 
１

 
1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
中

学
校

の
部

活
動

が
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

学
校

施
設

を
使

用
で

き
な

い

た
め

使
用

す
る

場
合

 

カ
 

略
 

 
 

１
 

1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
小

・
中

学
校

が
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

活
動

又
は

部
活

動
の

た
め

部
分

使
用

す
る

場

合
 

 
 

 
 

 
 

 

カ
 

略
 

 
【

改
正

内
容

】
 

減
免

す
る

場
合

の
文

言
の

整
理

を

行
う

も
の

。
 

 

 
２

 
5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

略
 

 

 
 

２
 

5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

略
 

 
 

 

 
 

 
３

 
教

育

委
員

会
が

定
め

る
率

 

略
 

 
 

３
 

教
育

委
員

会
が

定
め

る
率

 

略
 

 
 

備
考

 
備

考
 

 

１
・

２
 

略
 

１
・

２
 

略
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第６５号議案 

 

   島原市営運動広場条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原市営運動広場条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第１３号）の一部を次のように改正

する。 

別表中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市内

の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市営運動広場条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使

用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使

用料等については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

令和元年８月６日 

 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 
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第
６

５
号

議
案

関
係

 

島
原

市
営

運
動

広
場

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

（
案

）
新

旧
対

照
表

 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

別
表

（
第

４
条

関
係

）
 

別
表

（
第

４
条

関
係

）
 

 

 
区

分
 減

免
率

 
減

免
す

る
場

合
 

 
 

区
分

 減
免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 

 
１

 
1
0
0
パ

ー
セ

ン

ト
 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
中

学
校

の
部

活
動

が
や

む
を

得

な
い

理
由

に
よ

り
学

校
施

設
を

使
用

で
き

な
い

た
め

使
用

す
る

場
合

 

カ
 

略
 

 
 

１
 

1
0
0
パ

ー
セ

ン

ト
 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
小
・
中

学
校

が
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

活
動

又
は

部
活

動
の

た
め

部
分

使
用

す
る

場
合

 
 

 
 

 
 

 
 

 

カ
 

略
 

 
【

改
正

内
容

】
 

減
免

す
る

場
合

の
文

言
の

整
理

を

行
う

も
の

。
 

 

 
２

 
5
0
パ

ー

セ
ン

ト
 略

 

 

 
 

２
 

5
0
パ

ー

セ
ン

ト
 略

 

 

 
 

 
３

 
教

育
委

員
会

が

定
め

る

率
 

略
 

 
 

３
 

教
育

委

員
会

が

定
め

る

率
 

略
 

 
 

備
考

 
備

考
 

 

１
・

２
 

略
 

１
・

２
 

略
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第６６号議案 

 

   島原市営陸上競技場条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原市営陸上競技場条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第１４号）の一部を次のように改

正する。 

別表中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市内

の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市営陸上競技場条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の

使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る

使用料等については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

令和元年８月６日 

 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 

 

87



 

第
６

６
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議
案

関
係

 

島
原

市
営

陸
上

競
技

場
条

例
施

行
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す

る
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案
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改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
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別
表

（
第

５
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関
係

）
 

別
表

（
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５
条

関
係

）
 

 

 
区

分
 減

免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 
区

分
 減

免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 

 
１

 
1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
中

学
校

の
部

活
動

が
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

学
校

施
設

を
使

用
で

き
な

い

た
め

使
用

す
る

場
合

 

カ
 

略
 

 
 

１
 

1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
小

・
中

学
校

が
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

活
動

又
は

部
活

動
の

た
め

部
分

使
用

す
る

場

合
 

 
 

 
 

 
 

 

カ
 

略
 

 
【

改
正

内
容

】
 

減
免

す
る

場
合

の
文

言
の

整
理

を

行
う

も
の

。
 

 

 
２

 
5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

略
 

 

 
 

２
 

5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

略
 

 

 
 

 
３

 
教

育

委
員

会
が

定
め

る
率

 

略
 

 
 

３
 

教
育

委
員

会
が

定
め

る
率

 

略
 

 
 

備
考

 
備

考
 

 

１
・

２
 

略
 

１
・

２
 

略
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第６７号議案 

 

   島原市立屋内相撲場条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原市立屋内相撲場条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第１５号）の一部を次のように改

正する。 

別表中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市内

の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市立屋内相撲場条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の

使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る

使用料等については、なお従前の例による。 

 

 

 

令和元年８月６日 

   

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 
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第
６

７
号

議
案

関
係

 

島
原

市
立

屋
内

相
撲

場
条

例
施

行
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
（

案
）

新
旧

対
照

表
 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

別
表

（
第

４
条

関
係

）
 

別
表

（
第

４
条

関
係

）
 

 

 
区

分
 
減

免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 
区

分
 
減

免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 

 
１

 
1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
中

学
校

の
部

活
動

が
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

学
校

施
設

を
使

用
で

き
な

い

た
め

使
用

す
る

場
合

 

カ
 

略
 

 
 

１
 

1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
小

・
中

学
校

が
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

活
動

又
は

部
活

動
の

た
め

部
分

使
用

す
る

場

合
 

 
 

 
 

 
 

 

カ
 

略
 

 
【

改
正

内
容

】
 

減
免

す
る

場
合

の
文

言
の

整
理

を

行
う

も
の

。
 

 

 
２

 
5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

略
 

 

 
 

２
 

5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 

略
 

 
 

 
 

 
３

 
教

育

委
員

会
が

定
め

る
率

 

略
 

 
 

３
 

教
育

委
員

会
が

定
め

る
率

 

略
 

 
 

備
考

 
備

考
 

 

１
・

２
 

略
 

１
・

２
 

略
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第６８号議案 

 

   島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第１

６号）の一部を次のように改正する。 

別表中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市内

の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例施行規則の規定

は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日ま

でに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。 

 

 

 

令和元年８月６日 

 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 
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第
６

８
号

議
案

関
係

 

島
原

市
立

夜
間

照
明

施
設

の
設

置
及

び
管

理
等

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

（
案

）
新

旧
対

照
表

 

改
 

 
 

正
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

行
 

解
説

及
び

資
料

 

別
表

（
第

５
条

関
係

）
 

別
表

（
第

５
条

関
係

）
 

 

 
区 分

 

減
免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 
区 分

 

減
免

率
 

減
免

す
る

場
合

 
 

 

 
１

 
1
0
0

パ
ー

セ
ン

ト
 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
中

学
校

の
部

活
動

が
や

む
を

得
な

い

理
由

に
よ

り
学

校
施

設
を

使
用

で
き

な
い

た
め

使
用

す
る

場
合

 

カ
 

略
 

 
 

１
 
1
0
0

パ
ー

セ
ン

ト
 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
小

・
中

学
校

が
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

活

動
又

は
部

活
動

の
た

め
部

分
使

用
す

る
場

合
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

カ
 

略
 

 
【

改
正

内
容

】
 

減
免

す
る

場
合

の
文

言
の

整
理

を

行
う

も
の

。
 

 

 
２

 
5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 略
 

 

 
 

２
 
5
0
パ

ー
セ

ン
ト

 略
 

 
 

 
３

 
教

育

委
員

会
が

定
め

る
率

 略
 

 
 

３
 
教

育

委
員

会
が

定
め

る
率

 略
 

 
 

備
考

 
備

考
 

 

１
・

２
 

略
 

１
・

２
 

略
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第６９号議案 

 

   島原市有明体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原市有明体育施設条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第１７号）の一部を次のように改

正する。 

別表中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市内

の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市有明体育施設条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の

使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る

使用料等については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

令和元年８月６日 

 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 
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第
６

９
号

議
案
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係
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原
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明
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施
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条
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６
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別
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６
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減
免
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1
0
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パ
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セ

ン

ト
 

ア
～

エ
 

略
 

オ
 

市
内

の
中

学
校

の
部

活
動

が
や

む
を

得

な
い

理
由

に
よ

り
学

校
施

設
を
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用

で
き

な
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た
め
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用

す
る
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カ
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１
 

1
0
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～
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略
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又
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。
 

 

 
２
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２
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３
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３
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１
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１
・

２
 

略
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第７０号議案 

 

   島原市立れいなん会館条例施行規則の一部を改正する規則 

  

島原市立れいなん会館条例施行規則（平成２５年教育委員会規則第１８号）の一部を次のように

改正する。 

別表中「市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のため部分使用する場合」を「市内

の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の島原市立れいなん会館条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後

の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係

る使用料等については、なお従前の例による。 

 

 

 

令和元年８月６日 

 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

 

   提案理由 

 使用料等の見直しに伴い、所要の整備を図るため、この規則を改正しようとするものである。 
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第７１号議案 

 

   議会の議決を経るべき議案について 

 

議会の議決を経るべき議案について、別紙平成３１年度島原市一般会計補正予算第２号

（教育委員会関係費）のとおり議会に提出することの承認を求める。 

 

 

 

 

令和元年８月６日提出 

 

                         島原市教育委員会 

                         教育長 森本 和孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

提案理由 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条、及び島原市教育委員会の権限事務の

一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則第２条第１項第１１号の規定により、教育

委員会の承認を求めるものである。 
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（参考） 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育委員会の意見聴取）  

第２９条  地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他 

特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合 

においては、教育委員会の意見をきかなければならない。  

 

○島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則 

（教育長に対する委任事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任す

る。 

(１) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。 

(２) 学校・公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。 

(３) 教育財産の取得を市長に申出ること。 

(４) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長、教頭の任免その他の進退に

ついて内申すること。 

(５) 県費負担教職員の服務の監督についての一般方針を定めること。 

(６) 教育委員会の任命にかかる職員の人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。 

(７) 教育長・課長・公民館長及び指導主事の任免を行うこと。 

(８) 学校・公民館及び図書館の敷地を選定すること。 

(９) 学校その他教育機関の工事の計画を策定すること。 

(10) 委員会規則の制定又は改廃を行うこと。 

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の作成について意見を申出ること。 

(12) 委員会の所管に属する各種委員会・審議会等の委員の任命又は委嘱すること。 

(13) 校長・教頭・教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。 

(14) 教科用図書の採択に関する基本方針を定めること。 

(15) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。 

(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。 
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種別 事業所 剰余金 小　計

補助金 事務局※ 398,497 398,497

委託及び補助 学校給食※ 7,302,400 7,302,400

島原図書館 1,015,594

島原文化会館 2,379,143

体育館・弓道場 720,098

陸上競技場 776,684

アリーナ 2,023,141

有明文化会館 2,009,966

計 16,625,523 16,625,523

※事務局及び学校給食の返還額はH30予算に戻入済

指定管理料 8,924,626

平成30年度剰余金等計算書

種別 事業所 剰余金（Ｈ30） 剰余金（Ｈ29） 増減額 Ｈ30計 Ｈ29計

補助金 事務局 398,497 566,987 -168,490 398,497 566,987 教総

委託料 学校給食 7,302,400 5,056,840 2,245,560 7,302,400 5,056,840 学教

図書館 1,015,594 755,472 260,122 社教

島原文化会館 2,379,143 283,955 2,095,188 社教

島原市体育館 720,098 1,919,255 -1,199,157 スポ

陸上競技場 776,684 1,057,669 -280,985 スポ

アリーナ 2,023,141 1,584,423 438,718 スポ

有明文化会館 2,009,966 1,478,255 531,711 社教

16,625,523 12,702,856 3,922,667 16,625,523 12,702,856

余剰金増加の主な原因 ※H30から学校給食は島原市学校給食会へ業務移管：運営補助(返還1707)、委託（返還5595）

平成30年度剰余金前年度との比較

指定管理料 8,924,626 7,079,029

合計
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島 原 市 教 育 委 員 会 
 

 

 

議 案 集 
 

 

 

 

 

  

    （追加議案） 

第 72号議案  令和元 年度島原 市貸付型 奨学金奨 学生の決 定につい て  

第 73号議案  令和元 年度ふる さとにも どってこ んね奨学 金奨学生 の決定  

に ついて  

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

令和元年８月７日 定例会 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

島 原 市 教 育 委 員 会 

 

 

報 告 事 項 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

○行事報告 

○行事予定表 

        ○島原市立小・中学校防犯カメラ等の設置 

及び運用に関する基準について 

 

 

 

 

令和元年８月６日 定例会 

 

 











             令和元年８月行事予定表  令和元年８月６日現在

太字ｺﾞｼｯｸ 教育委員出席予定
  ◎    教育長出席
  ○    教育次長出席
  △    関係課長出席

日 曜 教 育 総 務 課 学 校 教 育 課 社 会 教 育 課 ス ポ ー ツ 課

１ 木
九州地区市町村教育委員研修大会～２日まで
13：00　大分市　◎

7/30（火）～8/3（土）中学生海外訪問交流事業（香
港）　○

スクールキッズ閉講式 11:35 森岳・霊丘・白
山地区公民館 △

日体大ジュニア派遣事業（7/31～8/2）

２ 金
長崎県及び県議会への要望活動10：30県庁△
市長を囲む地域懇談会 三会公 19：00 ◎

7/30（火）～8/3（土）中学生海外訪問交流事業（香
港）　○

スクールキッズ閉講式 11:35 三会・杉谷・安
中・有明地区公民館 △

日体大ジュニア派遣事業（7/31～8/2）

３ 土
7/30（火）～8/3（土）中学生海外訪問交流事業（香
港）　○

くすのきカップ小学生バレー大会開会式8：45有明
体育館◎
第８回くすのきカップ小学生バレーボール大会反省
会19：00◎

４ 日
親子孫ソフトテニス大会8：30総合運動公園庭球場
◎

５ 月
島原市奨学生及びもどってこんね奨学生審議委員
会 13:30 議会会議室 ◎△

姉妹都市等交流事業出発式 7:00 有明庁舎 ◎〇
△

６ 火
８月定例教育委員会 13：30 有明庁舎相談室
◎○△

７ 水
姉妹都市等交流事業到着式 20:00 有明庁舎 ◎〇
△

スペインハンドボールブラスケス会長(オリンピック副
会長）訪問予定（～8日）

８ 木
島原市・豊後高田市兄弟校交流校児童会交流事
業市長表敬訪問　　15:00　有明総合文化会館　◎
○△

社会教育委員の会 14:00 有明公民館 △
スペインハンドボールブラスケス会長(オリンピック副
会長）訪問予定（～8日）

９ 金
島原市・豊後高田市兄弟校交流校児童会交流事
業　各校交流会　◎○△

例規審査委員会 13:30 外港庁舎 △
第2回市美術展運営委員会 19:00 有明公民館 △

１０ 土
島原市・豊後高田市兄弟校交流校児童会交流事
業見送り式　9:45　雲仙岳災害記念館　◎○△

１１ 日

１２ 月 山の日 山の日

１３ 火

１４ 水

１５ 木

１６ 金

バレーボールV1リーグ「大分三好ヴィセアドラー」歓
迎セレモニー13：30外港庁舎◎
Vリーグ大分三好ヴァイセアドラーキャンプ（16～18）
アリーナ

１７ 土

島原市長杯サッカーフェスティバル（～19日）
9：30平成町多目的広場　市長◎○△
Vリーグ大分三好ヴァイセアドラーキャンプ
（16～18）アリーナ

１８ 日

夏の体操教室　開会式9：00島高体育館◎
島原市長杯サッカーフェスティバル（～19日）
Vリーグ大分三好ヴァイセアドラーキャンプ（16～18）
アリーナ

１９ 月 長崎県社会教育研究大会 13:30 長崎市 △
島原市長杯サッカーフェスティバル（～19日）
Vリーグ大分三好ヴァイセアドラーキャンプ（16～18）
アリーナ

２０ 火 令和元年度長崎県体育施設協会総会13：00△

２１ 水 市長を囲む地域懇談会 霊丘公民館 19：00 ◎○
島原市教育講演会　14:30　島原復興アリーナ　サ
ブアリーナ　◎△

社会教育担当者会 9:30 杉谷公民館 △

２２ 木
ユネスコ・ジオパーク島原市イングリッシュキャンプ
開講式　10:00　舞茸山荘　◎△　（２２～２３日）

市勢振興計画審議会「部会」 9:00 外港庁舎 △

２３ 金 市長を囲む地域懇談会 白山公民館 19：00 ◎○
ユネスコ・ジオパーク島原市イングリッシュキャンプ
閉講式 10:40 舞茸山荘　◎△　（２２～２３日）

２４ 土

２５ 日 校庭芝生除草作業 8：00 第四小運動場 △

２６ 月 入札監視委員会 14:00 外港庁舎
中学生海外訪問交流事業報告会　10:00 有明文化
会館 ◎○△

姉妹都市等交流事業報告会 10:00 有明文化会館
◎○△

ジュニアスポーツ派遣事業報告会10：00文化会館
◎○△

２７ 火
親子粘土教室13:30島原復興アリーナ　サブアリー
ナ◎△

文化財保護行政主管課長・担当者会議 10:30 長崎
県庁 △

２８ 水

２９ 木

３０ 金 条件付職員最終面接 9：00 外港庁舎 ◎

31 土
県地域婦人団体研究大会（島原大会） 13:30 島原
文化会館 ◎〇△

島原市教育委員会
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○島原市⽴⼩・中学校防犯カメラ等の設置及び運⽤に関する基準 
 
(趣旨) 
第 1 条 この基準は、島原市防犯カメラ等の設置及び運⽤に関する要領（平成 20 年 10 ⽉

29 ⽇施⾏）に定める事項のほか、島原市⽴⼩・中学校(以下「各学校」という。)の防犯カ
メラ及び記録装置（以下「防犯カメラ等」という。）の設置及び運⽤について必要な事項
を定めるものとする。 

 
(設置⽬的) 
第 2 条 教育委員会は、学校の安全確保及び犯罪の予防を⽬的として防犯カメラ等を設置

する。 
 
(管理責任者等) 
第 3 条 防犯カメラ等の適正な設置及び運⽤を図るため、各学校に防犯カメラ等管理責任

者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該学校⻑をもって充てる。 
2 管理責任者は防犯カメラ等の操作を⾏わせるため、各学校に防犯カメラ操作取扱者（以

下「操作取扱者」という。）を置き、当該教頭をもって充てる。 
3 操作取扱者は、管理責任者の指揮監督を受け、防犯カメラ等の操作等運⽤に関する事務

を⾏う。 
 
（撮影区域） 
第４条 防犯カメラ等は、原則として校⾨その他の学校内で不審者の侵⼊監視が必要と認 

められる場所を撮影するものとする。 
 
(設置場所等) 
第５条 この基準を適⽤する各学校防犯カメラの設置場所は、別表のとおりとする。 
 
 (防犯カメラ設置の表⽰) 
第 6 条 管理責任者は、学校内の⾒やすい場所に防犯カメラを設置している旨の表⽰をす 

るものとする。 
 
(画像の保存等) 
第 7 条 画像の保存期間は、原則として１か⽉間(法令に基づく⼿続により照会等を受けた 

場合にあっては必要な期間)とする。 
2 前項の保存期間を経過した画像は、速やかに消去するものとする。 
3 画像は、編集⼜は加⼯をしてはならない。 



 
（画像の利⽤） 
第８条 教育委員会は、記録された画像を第２条の設置⽬的以外のために利⽤しないもの 

とする。 
 
（提供申請及び許可） 
第９条 島原市防犯カメラ等の設置及び運⽤に関する要領第９条各号のいずれかの⽬的で

データの提供を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、島原市⼩・中学校防犯
カメラデータ提供申請書（様式第１号）（以下「申請書」という。）に、次に掲げる事項を
記載のうえ、教育⻑へ提出しなければならない。 
(１) 提供を受けようとする者の名称、所在地及び代表者⼜は責任者の⽒名 
(２) 提供を受けようとする⽬的及びその理由 
(３) 提供を受けようとするデータの内容 

２ 教育委員会は、前項の規定による申請書を受理し、利⽤⽬的等を審査のうえ適正と認め
たときは、申請者へ島原市⼩・中学校防犯カメラデータ提供許可書（様式第２号）を交付
し、データの提供を⾏うものとする。この場合において、提供するデータは、必要最⼩限
の範囲とする。 

３ 教育委員会は、前項の許可をする場合は、申請者に対して次に掲げる条件を付すものと
する。 
(１) データを適正に管理すること 
(２) ⽬的以外の利⽤及び第三者への無断提供を⾏わないこと 
(３) ⽬的を達成したとき⼜は当該⽬的が達成されないことが判明したときは、速やかに

映像の消去、記録媒体の返却⼜は破砕等必要な処理を⾏うこと 
 
 (その他) 
第 10 条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
この基準は、令和元年７⽉１７⽇から適⽤する。 
 
 
 



様式第１号（第９条関係） 

 

島原市小・中学校防犯カメラデータ提供申請書 

 

年   月   日 

 

 島原市教育長 様 

 

申請者 住   所 

 

                 団 体 名 

                  

代 表 者 名 

 

 島原市小・中学校防犯カメラ等の設置及び運用に関する基準第９条の規定により、デー

タの提供について申請いたします。 

利用の目的  

及 び 理 由  

 

データの内容 

 

 

※添付書類 ・法令の写し 

       ・本人の同意書 

       ・その他必要な書類 



様式第２号（第９条関係） 

 

島原市小・中学校防犯カメラデータ提供許可書 

 

年   月   日 

 

 団 体 名 

                  

代表者  様 

 

島原市教育長 

 

 

    年    月   日付けで申請がありました島原市小・中学校防犯カメラのデ

ータにつきまして、下記のとおり提供いたします。 

利用の目的  

及 び 理 由  

 

データの内容 

 

提供の条件  

１．データは適正に管理すること。 

２．目的以外の利用及び第三者への無断提供は行わないこと。 

３．目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したとき 

は、速やかに映像の消去、記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行う 

こと。 
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